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清
代
華
北
に
お
け
る
差
径
と
青
苗
命
日

1
1
|
嘉
慶
年
間
以
降
の
順
天
府
賓
垣
牒
の
事
例
ー
ー

田

員リ

子

は

じ

め

に

一
賓
塩
燃
に
お
け
る
差
値
惜

二
郷
村
に
お
け
る
差
値
閣
の
徴
牧
形
態
|
|
按
保
分
源

三
郷
村
に
お
け
る
差
値
慣
の
徴
牧
形
態
|
|
按
地
機
銭

四
豚
政
府
の
動
向
と
差
箔

お

わ

り

に

-110ー

t土

じ

め

清
代
の
華
北
で
は
、
州
豚
の
諸
業
務
に
必
要
な
経
費
の
不
足
を
、
騨
姑
業
務
の
名
目
で
康
く
郷
村
に
求
め
る
こ
と
が
慣
例
化
し
て
い
た
。
差

俸
と
は
、
本
来
は
騨
俸
制
の
運
営
に
と
も
な
っ
て
生
じ
た
州
豚
の
財
源
の
不
足
分
で
、
臨
時
に
郷
村
に
科
涯
さ
れ
た
負
措
の
こ
と
を
言
う
。

騨
姑
の
諸
業
務
|
|
官
文
書
の
、
迭
達
、
官
員
や
軍
陵
の
往
来
、
人
犯
の
護
法
な
ど
が
必
要
と
す
る
経
費
は
、
本
来
、
嘗
該
州
賑
の
財
源
の
な

か
の
編
徴
騨
姑
原
額
の
名
目
で
定
め
ら
れ
た
規
定
額
(
騨
姑
銀
)
か
ら
支
出
さ
れ
た
。
し
か
し
、
固
定
的
な
性
格
の
強
い
州
蘇
の
財
源
の
枠
内

で
は
、
反
飽
銀
座
な
ど
の
突
護
的
な
騨
姑
の
要
求
に
針
躍
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
ま
た
清
初
に
定
め
ら
れ
た
規
定
額
が
、
増
大
す
る
現
地
の
業



〈

1
〉

務
に
支
障
を
来
す
よ
う
に
な
る
と
、
そ
の
不
足
分
は
臨
時
に
不
正
規
な
徴
牧
と
し
て
郷
村
に
求
め
ら
れ
た
。
こ
う
し
た
傾
向
は
十
九
世
紀
に
な

る
と
顛
著
と
な
り
、
差
衝
は
騨
枯
業
務
に
と
ど
ま
ら
ず
、
州
鯨
の
財
源
全
般
の
不
足
を
補
填
す
る
手
段
と
化
し
、
郷
村
に
劃
す
る
要
求
は
膨
張

(

2

)

 

し
て
、
零
細
農
民
の
窮
乏
な
ど
郷
村
に
多
く
の
矛
盾
を
惹
起
し
た
と
い
う
。

(

3

)

 

本
稿
は
、
州
燃
が
郷
村
か
ら
徴
護
す
る
こ
う
し
た
差
絡
を
手
が
か
り
と
し
て
、
郷
村
の
諸
圏
瞳
(
「
曾
」
組
織
)
や
結
合
と
、

カ
〉
と
の
閥
わ
り
に
つ
い
て
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。
華
北
地
域
の
差
衝
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
に
、
阻
規
や
浮
牧
と
並
ぶ
省
以
下
の
地
方
濁

(

4

)

(

5

)

 

自
の
財
源
の
問
題
と
し
て
、
或
い
は
清
朝
の
財
政
構
造
の
特
質
と
附
加
的
な
負
措
と
い
っ
た
角
度
か
ら
議
論
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
本
稿
で

は
、
統
治
の
末
端
で
あ
る
勝
政
府
と
郷
村
の
基
底
(
科
波
を
受
け
る
農
民
、
或
い
は
彼
ら
の
結
合
)
と
を
関
係
づ
け
る
接
貼
と
し
て
こ
れ
を
捉
え
、

差
稽
と
い
う
郷
村
外
部
か
ら
の
匪
力
が
、
郷
村
の
「
舎
」
組
織
や
結
合
に
及
ぼ
し
た
影
響
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
と
思
う
。

差
径
は
弾
力
性
に
乏
し
い
州
豚
の
財
源
に
と
っ
て
恋
意
的
な
徴
震
が
可
能
で
、
州
燃
の
業
務
に
不
可
依
な
経
費
の
源
泉
と
な
っ
て
い
っ
た

牒
政
府
(
公
権

が
、
そ
の
一
方
で
、
最
終
的
に
差
衝
の
負
携
を
引
き
受
け
る
農
民
の
側
か
ら
す
れ
ば
、
そ
れ
は
際
限
な
く
時
期
を
選
ば
ず
に
降
り
か
か
る
過
重

な
藍
力
で
も
あ
っ
た
。
一
睡
こ
う
し
た
際
限
の
な
い
過
重
な
負
携
に
射
し
て
、
郷
村
の
側
で
は
ど
の
よ
う
に
劉
躍
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
窮
乏

↓
逃
散
、
或
い
は
優
売
を
持
つ
者
へ
の
依
附
と
い
っ
た
、
個
々
の
農
民
が
負
携
か
ら
逃
走
す
る
以
外
の
圏
瞳
的
な
劃
慮
の
仕
方
は
ま
だ
あ
ま
り

ハ
6
〉

議
論
さ
れ
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。
本
文
中
で
述
べ
る
よ
う
に
、
順
天
府
賓
塩
燃
の
場
合
、
農
家
の
外
部
か
ら
も
た
ら
さ
れ
る
諸
負
措
に
射
し

て
、
農
民
が
車
舎
の
組
織
を
形
成
し
た
り
、
既
存
の
青
苗
舎
の
結
合
を
利
用
し
て
負
携
の
均
等
化
を
囲
っ
た
り
し
て
い
た
。

(

7

)

 

十
九
世
紀
の
初
期
に
直
隷
省
の
差
径
を
め
ぐ
る
改
革
論
争
の
中
で
開
陳
さ
れ
た
よ
う
に
、
不
正
規
な
財
源
と
し
て
膨
張
す
る
差
揺
は
、
小
民

へ
の
簸
寄
せ
な
ど
科
涯
の
不
均
衡
と
あ
い
ま
っ
て
、
郷
村
に
幾
多
の
矛
盾
を
生
起
し
た
。
し
か
し
直
接
の
徴
震
に
さ
ら
さ
れ
る
農
民
は
、
増
大

す
る
外
部
か
ら
の
負
携
に
射
し
て
、
郷
村
の
結
合
や
「
舎
」
組
織
を
利
用
し
て
差
徳
鎮
の
工
面
や
負
携
の
均
等
化
を
行
な
い
、
郷
村
社
舎
の
基

-111ー

底
の
委
を
獲
容
さ
せ
て
い
っ
た
と
い
う
側
面
も
指
摘
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。

本
稿
で
は
、

郷
村
に
お
け
る
差
篠
徴
牧
の
賞
態
に
つ
い
て
紹
介

529 

し
、
合
わ
せ
て
「
舎
」
組
織
の
一
つ
で
あ
る
青
苗
舎
が
、
差
径
の
徴
牧
園
韓
と
し
て
、
次
第
に
「
村
」

へ
と
接
近
し
て
い
く
過
程
を
推
測
し
て
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み
た
い
と
思
う
。

『
順
天
府
槍
案
』

(
8
)
 

案
』
に
は
、
主
に
嘉
慶
年
間
以
降
の
史
料
し
か
残
存
し
な
い
た
め
、
考
察
は
こ
の
時
期
以
降
に
限
ら
れ
る
。

な
お
、
以
下
で
は
中
圏
第
一
歴
史
檎
案
館
所
蔵
の

を
主
要
な
史
料
と
し
て
使
用
し
て
考
察
を
進
め
た
い
。

『
順
天
府
楢

賓
垣
蘇
に
お
け
る
差
筏

『
順
天
府
檎
案
』

の
巻
一
五
三
か
ら
巻
一
五
九
の
七
巻
は
、

「
順
天
府
賓
塩
豚
等
の
官
吏
・
郷
保
が
蔽
一詐
や
勃
索
を
行
な
う

及
び
結
伏

し
捨
劫
す
る
こ
と
に
閲
す
る
問
題
の
文
件
」
と
題
さ
れ
て
い
る
。

ゃ、

」
こ
に
は
、

「
郷
保
」

(
税
糧
の
督
促
と
治
安
維
持
の
た
め
に
置
か
れ
た
里
役
)

差
径
の
徴
牧
に
名
を
借
り
て
不
正
に
差
径
鏡
を
踊
取
す
る
(
後
述
)
、
ま

(

9

)

 

た
差
務
の
職
掌
を
負
措
で
き
ず
逃
亡
し
た
り
、
他
者
に
責
任
を
轄
嫁
し
た
り
す
る
事
件
の
訴
状
が
多
数
含
ま
れ
て
い
る
。
十
九
世
紀
の
順
天
府

の
郷
村
に
お
い
て
、
差
得
、
或
い
は
差
衝
に
名
を
借
り
た
徴
設
は
、
農
民
に
と
っ
て
大
き
な
負
措
を
伴
う
煩
墳
な
問
題
だ
っ
た
。

「
草
領
」

(
車
鞠
と
馬
匹
を
徴
設
す
る
差
箔
を
扱
う
里
役
)
な
ど
が
、

ι112ー

順
天
府
に
科
涯
さ
れ
た
差
径
に
つ
い
て
、
光
緒
十
二
年
刊
本
『
順
天
府
志
』
で
は
衣
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

其
れ
回
賦
在
る
の
外
に
、
衝
に
定
時
無
く
、
役
に
定
里
あ
り
。
或
い
は
資
を
擬
て
差
銭
と
日
い
、
或
い
は
力
を
徴
め
て
差
夫
と
日
う
。
陵

差
の
車
輔
な
れ
ば
、
則
は
ち
旗
〔
人
〕
は
三
、
民
〔
人
〕
は
七
、
其
の
大
較
な
り
。
夫
と
車
の
外
は
、
如
く
は
螺
、
如
く
は
馬
、
如
く
は

(

印

)

盤
、
如
く
は
柿
稽
、
如
く
は
土
杯
、
如
く
は
柴
、
如
く
は
景
、
如
く
は
煤
、
如
く
は
茨
な
ど
、
多
く
定
額
無
し
。

こ
う
し
た
順
天
府
の
差
径
の
特
色
は
、
皇
室
の
陵
墓
の
祭
問
、
官
員
や
軍
隊
の
往
来
、
官
物
の
運
搬
な
ど
中
央
政
府
か
ら
の
物
的
な
徴
設
や
努

賓
垣
燃
の
都
り
に
位
置
す
る
繭
州
に
は
二
十
一
に
及
ぶ
差
径
の
項
目
が
あ
っ
た

(

江

)

が
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
皇
室
の
祭
杷
と
中
央
政
府
の
諸
官
鹿
、
軍
隊
・
官
員
が
必
要
と
す
る
物
資
や
傍
役
だ
っ
た
。
地
方
官
街
に
劃
す
る
差
径

が
不
正
規
で
名
目
的
な
も
の
と
し
て
地
方
志
の
な
か
で
記
述
を
は
ば
か
ら
れ
た
こ
と
を
考
慮
し
て
も
、
北
京
を
ひ
か
え
た
順
天
府
と
い
う
地
理

役
が
、
そ
の
多
く
を
占
め
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。

例
え
ば

的
な
特
殊
性
が
、
差
衝
の
内
容
に
か
な
り
影
響
を
輿
え
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
同
様
の
傾
向
は
賓
坂
燃
の
差
径
に
も
共
通
し
て
い
た
。



中
央
政
府
が
要
求
す
る
臨
時
的
な
徴
牧
(
大
差
・
兵
差
な
ど
)
と
、

る
と
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
前
者
に
は
、

専
差
」
、
「
管
米
を
投
運
す
る
の
車
輔
」
、

あ
作ゅ
う
め

ベ
道
を
塾
す
る
夫
を
蹄
理
す
る
の
差
」
、

賓
塩
燃
の
差
俸
を
、

「
大
小
の
差
務
」
、

「
春
秋
の
大
差
」
、

「
皇
太
后
の
梓
宮
に
大
行
す
る
天
道
の
差
務
」
、

豚
街
門
が
科
探
す
る
も
の
門
雑
差
)
に
大
別
し
て
み

「

陵

差

」

、

「

管

米

を

挫

運

す

る

の

「
東
陵
大
差
一
輔
」
、

「
兵
差
の
車
輔
」
、

「
梓
宮
の
道
を
蹄
ず
る
の
差
」
、

「
車
・
馬
の
大
差
」
、

(

ロ

〉

帯
の
陵
祭
や
行
事
に
関
連
し
た
差
径
〈
春
秋
の
大
差
、
陵
差
)
、

「
壇
廟
戸
の
差
務
」
な
ど
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。
白
星

そ
の
た
め
の
公
道
の
補
修
〈
梓
宮
の
道
を
緋
ず
る
の
差
、
道
を
塾
す
る
夫
を
緋
理
す
る

「
舎
試
の
差
務
」
、

の差)、

官
物
・
官
兵
の
往
来
(
晶
画
米
を
泣
濯
す
る
の
車
差
、
兵
差
の
草
稿
)
と
い
っ
た
差
稽
が
中
心
で
、

務
役
と
草
輔
・
馬
匹
の
提
供
が
多
く
要

求
さ
れ
て
い
る
。

「
捕
臆
街
門
の
草
の
差
」
、

「
戸
口
の
門
牌
を
清
査
す
る
の
差
務
」
、
「
河
工
併
び
に
瞳
捕
を
撲
捕
す
る
人
夫
の
差
務
」

O
年
頃
)
に
直
隷
省
の
差
箔
軽
減
に
つ
い
て
の
改
革
論
争
に
加
わ
っ
た
張
飛
は
、
地
方
街
門
の
徴
震
に
つ
い
て

(

臼

)

「
種
々
の
名
目
は
離
奇
に
し
て
古
怪
な
り
」
と
述
べ
て
い
る

6

ま
た
後
者
に
は
、

「
雑
差
」
、

「
柴
草
の
各
様
項
の
差
務
」
、

「
鋪
倉
・
倒
倉
の
薦
片
及
び
柴
束
の
各
項
の
差

務」、

な
ど
が
あ
っ
た
。

道
光
年
間
初
期
(
一
八
二

-113-

「
民
を
累
わ
す
こ
と
尤
も
甚
だ

し
一
く
、

こ
れ
ら
賓
垣
間
肺
の
差
衝
の
な
か
で
、
負
措
が
重
く
賓
塩
豚
の
農
民
を
最
も
苦
し
め
た
の
は
「
車
馬
の
大
差
」

「
兵
差
の
車
輔
」

「
草
差
」
な

(
日
比
)

ど
の
名
目
に
よ
っ
て
郷
村
か
ら
徴
裂
さ
れ
た
車
輔
と
馬
匹
の
負
捲
だ
っ
た
。
次
に
示
す
の
は
、
費
垣
腕
脚
内
の
二
十
の
里
の
一
つ
で
あ
る
和
楽
里

の
帯
掛
(
村
レ
ベ
ル
で
差
篠
の
徴
吹
を
扱
っ
た
里
役
)
、
監
生
、
郷
保
な
ど
の
有
力
者
が
、
車
・
馬
の
差
径
を
公
卒
化
し
、
削
減
し
て
ほ
し
い
と
願

い
出
た
訴
え
で
あ
る
。

具
菓
。
和
楽
里
の
帯
掛
王
秀
如
、
閤
静
遠
、
監
生
王
漢
五
、
王
玉
堂
、
閤
文
躍
、
謝
美
生
、
王
培
吉
、
宋
維
孝
、
郷
保
張
明
遠
。

お
も
え
ら
く

と

も

と

も

わ

と

も

切
。
賓
邑
〔
賓
塩
牒
〕
は
共
に
四
十
八
保
、
共
に
車
鎮
六
十
八
隻
あ
り
。
身
が
保
は
共
に
大
小
八
庄
に
し
て
小
保
に
係
る
。
車
鎮
一
隻
あ

る
も
、
富
足
す
る
戸
は
幾
ば
く
も
無
し
。
賞
に
里
小
に
し
て
民
窮
し
き
に
係
る
。
査
す
ら
く
、
今
歳
、
随
駕
の
大
車
四
十
八
輔
を
奉
掛
す

の

ぞ

る
あ
り
。
旗
戸
の
底
に
車
差
十
四
輔
を
掛
ず
ベ
く
、
民
人
の
躍
に
草
差
三
十
四
輔
を
耕
ず
べ
き
を
除
去
き
、
又
た
馬
差
六
匹
を
涯
耕
す
る

531 
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四
十
七
保
の
内
に
在
り
て
、
乗
公
に
均
ヨ
し
擬
渡
す
れ
ば
、
向
ほ
徐
に
〔
値
年
の
)
七
保
有
り
。

(

時

)

今
、
兵
書
の
陳
啓
昆
は
天
蓋
を
醸
鵬
し
、
富
を
買
り
貧
に
渡
す
。
各
差
を
勝
て
濫
渡
し
て
公
な
ら
ず
。
:
:
:
道
光
九
年
八
月
。

を
奉
る
あ
り
O
i
-
-
-

〔
賓
垣
豚
内
の
〕

訴
え
に
よ
れ
ば
、
和
楽
里
の
嘗
一
該
の
保
は
、
八
つ
の
村
圧
し
か
な
い
小
保
で
、
「
車
銭
一
隻
」
の
差
径
の
徴
護
に
も
十
分
に
支
麿
で
き
な
い
貧

窮
な
有
様
で
あ
る
と
い
う
。
今
回
の
「
随
駕
の
大
車
」
と
「
馬
差
」
の
負
携
を
全
豚
に
公
卒
に
割
り
嘗
て
る
な
ら
ば
、
他
に
割
り
嘗
て
を
受
け

る
は
ず
の
値
年
の
保
が
七
つ
あ
り
、
自
分
た
ち
の
保
の
負
措
は
軽
減
さ
れ
る
だ
ろ
う
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
差
径
負
捨
の
不
公
卒

は
、
「
兵
書
」
(
兵
房
の
脅
吏
)
の
陳
思
昆
の
恋
意
的
な
科
涯
と
不
正
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
訴
肢
で
は
、
こ
の
文
面
の
後
に
以
下
の
よ
う

な
績
き
が
あ
る
。
帯
蹄
の
閤
静
遠
と
郷
保
の
張
明
遠
が
、
豚
城
に
「
夫
差
」
を
納
入
に
行
っ
た
際
に
(
銭
納
)
、
兵
書
の
陳
啓
昆
が
銀
三
十
雨

を
詐
索
し
よ
う
と
し
、
も
し
支
携
え
ば
「
馬
差
」
を
克
じ
て
や
る
と
持
ち
か
け
た
。
し
か
し
和
楽
里
は
貧
し
く
、
陳
啓
昆
の
誘
い
に
麿
ず
る
こ

か

と
が
で
き
な
か
っ
た
た
め
、
現
在
、
「
馬
差
二
匹
、
随
帯
工
料
六
十
徐
日
」
の
重
い
負
措
を
受
け
、
逆
に
「
伊
れ
の
管
す
る
所
の
崇
智
等
の
里

(

日

〉

は
、
大
保
も
均
し
く
車
馬
の
差
務
無
し
」
~と
い
う
不
公
卒
な
扶
態
で
あ
る
と
い
う
。

以
上
の
文
面
で
は
、
膏
吏
の
中
飽
行
震
と
そ
の
た
め
に
生
じ
た
差
径
負
捲
の
不
均
衡
と
が
、
弱
小
な
里
や
保
の
農
民
に
困
窮
を
招
い
て
い
た
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こ
と
が
わ
か
る
。
次
節
で
は
、
こ
う
し
た
差
径
が
貫
際
に
ど
の
よ
う
に
徴
放
さ
れ
て
い
た
か
を
見
て
い
く
こ
と
と
し
た
い
。

郷
村
に
お
け
る
差
径
の
徴
牧
形
態

i
|按
保
分
涯

費
塩
牒
の
郷
村
で
差
格
を
徴
牧
す
る
方
法
に
は
次
の
二
つ
が
あ
っ
た
。
第
一
は
「
按
保
分
涯
」
と
呼
ば
れ
る
方
法
で
、
本
来
は
「
車
禽
」
と

い
う
農
村
組
織
が
あ
り
徴
牧
に
閲
興
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
第
二
は
「
按
地
擁
銭
」
「
按
畝
擁
波
」
な
ど
と
記
さ
れ
る
方
法
で
、
同
治
年
間
以

降
に
は
、
差
径
の
割
り
附
け
と
徴
震
に
、
作
物
の
監
覗
圏
瞳
で
あ
る
「
青
苗
曾
」
が
闘
興
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
本
節
で
は
ま
ず
按
保
分
涯
に

つ
い
て
遮
ベ
、
衣
節
で
按
地
擬
銭
に
つ
い
て
取
り
上
げ
る
こ
と
と
し
た
い
。

以
下
の
文
書
は
、
賓
垣
燃
の
民
婦
張
李
氏
が
差
径
の
苛
放
を
訴
え
た
訴
訟
に
関
連
し
て
、
差
径
鏡
を
貧
得
し
た
張
太
来
が
す
で
に
別
件
で
杖



棚
に
擬
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
報
告
し
た
「
詳
文
」

(

ロ

〉

一
八
五
一
)
よ
り
以
前
対
輿
保
皇
内
の
保
で
は
次
の
よ
う
に
差
径
を
割
り
嘗
て
徴
牧
し
て
い
た
。

か
っ

一
該
豚
〔
賓
垣
鯨
〕
の
掛
差
の
奮
章
は
、
向
て
保
を
按
じ
て
分
涯
す
る
(
按
保
分
源
)
に
係
る
。
輿
保
里
の
一
保
、
連
塞
庄
共
有
口
口
口
圧
、

ょ

計
一
百
一
十
五
厘
の
股
分
あ
り
。
初
お
村
庄
の
大
小
を
按
じ
て
認
を
分
ち
て
涯
崩
し
、
村
毎
と
に
数
厘
自
り
十
数
厘
に
至
る
。
口
口
口
口

(
州
師
怖
か
ら
府
へ
の
上
行
文
書
)
の
草
稿
(
「
稿
」
)
の
一
部
で
あ
る
。
道
光
年
間
三
七
九
六
l

家
圧
は
、
四
厘
の
股
分
に
係
る
。
保
毎
と
に
車
領
二
一
人
を
選
充
し
、
差
股
を
分
涯
す
る
を
経
理
す
。
各
村
に
又
た
暫
掛
有
り
。
里
下
に

お

わ

わ

在
於
い
て
差
銭
を
数
蹄
し
、
或
い
は
郷
保
に
交
た
し
、
或
い
は
原
催
の
差
役
に
交
た
し
、
経
牧
し
て
差
に
麿
ず
る
に
備
撫
す
。
:
:
:
道
光

(

時

)

十
九
年
七
月
三
十
日
。

破
損
し
て
文
字
を
讃
み
取
れ
な
い
部
分
が
あ
る
が
、
ほ
ぼ
次
の
内
容
が
わ
か
る
。
輿
保
里
の
嘗
一
該
の
保
は
「
一
百
一
十
五
厘
の
股
分
」
を
支
掛

よ

し
、
「
村
庄
の
大
小
」
に
麿
じ
て
こ
れ
を
割
り
嘗
て
、
末
端
の
村
庄
で
は
「
村
毎
と
に
数
厘
自
り
十
数
厘
」
の
負
携
を
受
け
て
い
た
。
ま
た

「
車
領
」
「
帯
掛
」
と
い
う
職
役
が
あ
り
、
差
径
の
割
り
嘗
て
と
徴
牧
に
闘
興
し
て
い
た
。
同
じ
輿
保
里
の
閤
皮
庄
の
事
例
を
参
考
と
し
な
が

ら
、
さ
ら
に
考
察
し
て
み
よ
う
。
嘉
慶
十
五
年
(
一
八
一

O
〉
に
閤
皮
庄
で
は
、
差
衝
の
未
納
分
の
取
り
立
て
を
め
ぐ
り
諦
い
が
起
き
た
。
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具
菓
。
閉
山
宗
義
、
〔
年
〕
五
十
二
〔
歳
〕
、
輿
保
里
閤
皮
圧
〔
に
住
む
〕
。

お

も

え

ら

〈

わ

も

と

て

つ

だ

い

か

つ

あ

や

ま

さ

さ

切
。
身
が
庄
、
原
よ
り
車
舎
有
り
。
内
よ
り
叉
た
股
三
厘
を
出
し
て
、
差
務
を
帯
掛
し
、
従
て
未
だ
公
務
を
懐
ら
ず
c

昨
に
官
府
の
票
を

蒙
り
、
郷
保
の
楊
起
鳳
を
し
て
陵
馬
の
差
を
備
耕
せ
し
め
よ
と
あ
る
に
因
る
。
楊
起
鳳
の
弟
楊
五
の
云
稽
す
る
に
擦
れ
ば
、

A
W
れ
は
巴
に

わ

と

も

〔
馬
匹
を
〕
雇
掛
し
、
其
の
馬
の
債
は
鏡
九
百
徐
千
を
需
要
す
と
。
即
ち
身
が
里
二
十
六
庄
、
共
に
牽
股
一
百
一
十
五
厘
に
按
照
し
、
合

わ

か

ぞ

わ

ま

さ

ま

さ

ま

さ

わ
せ
て
身
が
庄
は
三
厘
と
算
う
。
身
れ
が
躍
に
一
厘
を
掛
ず
ベ
く
、
晋
ノ
姓
が
躍
に
一
厘
を
掛
ず
ベ
く
、
閤
康
侯
が
麿
に
一
厘
を
掛
ず
ベ

あ

わ

た

く
、
〔
二
厘
毎
と
に
銭
八
千
を
一
該
て
て
出
し
、
己
に
草
領
の
張
俊
林
に
銭
二
十
千
文
を
交
せ
り
。
銭
四
千
文
が
下
欠
す
る
は
、
予
姓
の

江
ん
ぞ
は
か

む
り
じ

い

わ

わ

い

い

あ

ら

そ

い

か

わ

短
欠
す
る
所
に
係
る
。
琶
ら
ん
楊
五
は
硬
に
身
れ
に
向
か
い
要
刻
し
て
容
緩
せ
ず
、
身
れ
は
理
講
し
伊
れ
は
燭
怒
し
、
開
ち
身
れ
を
勝

(
叩
印
〉

嘉
慶
十
五
年
=
一
月
。

533 

て
鍬
殴
す
。
・
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こ
の
文
面
に
よ
れ
ば
、
輿
保
里
で
は
ご
百
一
十
五
厘
」
の
「
車
股
」
を
支
崩
し
、
閤
皮
圧
の
分
携
は
コ
ニ
厘
」
だ
っ
た
。
今
回
、

差
」
の
徴
牧
に
嘗
た
り
、
郷
保
の
弟
楊
五
が
馬
匹
を
雇
う
差
径
銭
を
要
求
し
た
。
閤
皮
庄
で
は
三
厘
の
負
措
を
、
訴
肢
を
提
出
し
た
閤
崇
義
、

手
姓
、
閤
康
侯
の
三
人
(
戸
)
が
一
厘
ず
つ
支
携
い
草
領
に
渡
し
た
が
、
楊
五
は
晋
ノ
姓
が
ま
だ
支
携
わ
な
い
差
径
銭
の
残
り
を
無
理
や
り
徴
牧

「
陵
馬
の

し
よ
う
と
し
て
閤
崇
義
と
誇
い
に
な
っ
て
い
る
。

さ
て
以
上
の
二
つ
の
事
例
か
ら
次
の
こ
と
が
わ
か
る
。
第
一
に
、
輿
保
里
或
い
は
里
内
の
保
で
は
「
股
分
」
「
車
股
」
で
数
え
た
差
径
を
支

(
m
ω
)
 

梯
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
股
分
・
車
股
と
は
、
車
輔
と
馬
匹
の
差
揺
(
大
差
)
の
負
措
を
示
す
数
値
と
見
ら
れ
、
車
馬
の
差
の
負
携
を
受
け

(

紅

〉

る
農
家
を
「
股
内
」
「
股
裏
」
、
車
馬
の
差
は
負
携
せ
ず
、
雑
差
を
支
排
う
農
家
を
「
股
外
」
と
稽
し
た
。
「
一
百
一
十
五
厘
」
の
股
分
・
車

股
は
、
先
の
「
詳
稿
」
で
は
保
の
負
措
と
な
っ
て
い
る
が
、
閤
皮
圧
の
事
例
で
は
里
の
負
携
と
な
っ
て
お
り
、
里
内
の
保
が
輪
番
で
支
崩
し
た

と
も
推
測
さ
れ
る
。

一
つ
の
村
正
に
は
数
厘
か
ら
十
数
厘
の
股
分
・
車

閤
崇
義
・
苦
ノ
姓
・
閤
康
侯
の
三
戸
が
一
厘
ず
つ
負
捲

し
、
三
厘
の
割
り
嘗
て
を
支
櫛
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
三
戸
の
農
家
の
み
が
支
携
し
て
、
貫
際
に
差
径
銭
を
負
措
し
た
か
ど
う
か
は
疑

(

m

)

も
と

問
で
あ
る
。
閤
皮
庄
の
事
例
の
「
原
よ
り
車
舎
有
り
」
と
い
う
記
述
と
考
え
合
わ
せ
れ
ば
(
後
述
)
、

閤
皮
庄
で
は
、
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こ
れ
ら
の
股
分
・
草
股
は
村
庄
の
大
小
を
考
慮
し
て
末
端
の
村
圧
に
割
り
嘗
て
ら
れ
た
。

股
の
割
り
営
て
が
あ
り
、
村
内
の
有
力
な
農
家
が
そ
れ
を
負
携
し
た
。

」
れ
ら
の
名
前
は
差
絡
を
納
入
す
る
農

家
の
名
義
、
或
い
は
代
表
者
名
だ
っ
た
と
も
剣
断
で
き
よ
う
。
な
お
差
径
は
銭
納
で
、
閤
皮
庄
の
事
例
は
一
厘
嘗
た
り
銅
銭
八
千
文
だ
っ
た
こ

と
が
わ
か
る
。

「
帯
掛
」
と
い
う
里
役
が
あ
っ
た
。

(

幻

)

き
一

J
二
人
置
か
れ
、
帯
掛
は
村
庄
ご
と
に
一
?
数
名
置
か
れ
て
い
た
。
車
領
は
保
が
支
耕
す
る
股
分
・
車
股
を
有
力
戸
に
割
り
嘗
て
(
「
差
股

を
分
涙
す
る
を
経
理
す
」
)
、
帯
掛
が
村
レ
ベ
ル
で
の
徴
牧
を
行
な
っ
た
(
「
呈
下
に

twぶ
い
て
差
銭
を
数
緋
」
す
)
。

第
二
に
、
こ
れ
ら
の
差
揺
を
徴
牧
す
る
に
嘗
た
り
「
車
領
」

「
詳
稿
」
に
よ
れ
ば
、
車
領
は
一
保
に
つ

徴
牧
さ
れ
た
差
倦
銭
は
、
帯
僻
か

ら
車
領
或
い
は
郷
保
や
差
役
に
支
携
わ
れ
た
。



た
だ
し
同
じ
差
務
で
も
雑
差
(
豚
街
門
の
臨
時
的
な
徴
枚
〉
は
、
牌
頭
・
甲
長
が
取
り
扱
っ
た
。
道
光
二
十
三
年
〈
一
八
四
三
)
の
慈
恩
里
に
お

ち

ょ

う

し

ゅ

う

も

け
る
牽
領
郵
立
山
の
訴
献
で
は
、
「
九
そ
雑
項
の
差
務
に
遇
は
ば
、
各
圧
の
牌
頭
・
甲
長
の
掻
加
す
る
有
り
、
如
し
車
馬
の
大
差
に
遇
は
ば
、

わ

と

も

た

て

か

え

あ

や

ま

(

斜

〉

身
れ
が
各
帯
掛
と
同
に
股
〔
分
〕
を
按
じ
て
擁
塾
し
、
以
て
上
は
公
を
慎
ら
ず
、
下
は
民
を
累
せ
ざ
る
可
し
」
と
述
べ
て
い
る
。

車
領
と
帯
緋
は
車
馬
の
大
差
を
徴
牧
す
る
た
め
に
置
か
れ
た
里
役
で
あ
り
、
保
(
皇
)
の
差
俸
を
立
て
替
え
排
い
し
た
(
「
擬
塾
」
〉
。
傷
害
事

(

お

)

件
の
犯
人
の
捜
索
や
護
、
途
な
ど
の
雑
差
は
、
郷
保
の
指
示
で
牌
頭
・
甲
長
が
措
嘗
し
て
い
る
。

第
三
に
閤
皮
庄
に
は
、
差
径
を
徴
政
す
る
た
め
に
「
車
曾
」
と
い
う
組
織
が
あ
っ
た
。
「
車
舎
」
の
名
稽
は
、
も
と
も
と
農
民
に
と
っ
て
最

も
負
携
の
重
い
車
輔
と
馬
匹
の
差
径
に
封
慮
す
る
た
め
の
組
織
に
由
来
す
る
と
推
測
さ
れ
る
。
表
ー
は
車
舎
・
車
股
・
股
分
に
つ
い
て
鏑
れ
た

訴
肢
の
内
容
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
①
、
②
、
⑦
、
⑬
が
車
舎
の
存
在
を
示
し
て
い
る
。

賓
垣
豚
の
郷
村
で
は
、
郷
保
が
飲
員
に
な
っ
た
場
合
、
皇
内
の
有
力
者
が
相
談
し
て
新
し
い
郷
保
を
推
奉
す
る
こ
と
が
逼
例
で
あ
り
、
新
た

(

お

)

な
郷
保
が
決
ま
る
と
推
奉
し
た
者
の
名
前
で
保
謹
書
(
「
保
扶
」
)
を
豚
政
府
に
提
出
す
る
習
慣
が
あ
っ
た
。
⑦
と
⑬
は
こ
う
し
た
郷
保
の
選
出

に
関
わ
る
文
書
で
あ
る
。
ま
ず
⑦
に
は
「
車
舎
の
土
庶
人
等
」
と
あ
り
、
車
舎
は
「
土
庶
人
」

〈
下
層
紳
士
や
有
力
農
民
〉
を
含
め
た
組
織
だ
つ
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た
と
考
え
ら
れ
る
。

具
保
扶
、
輿
保
里
の
車
領
子
大
湖
、
帯
排
張
輿
恩
・
子
大
保
、
書
手
劉
保
雲
。

ほ

し

よ

う

お

も

え

ら

く

今
保
肢
を
輿
う
る
の
事
に
於
い
て
す
。
以
奉
し
て
保
し
得
た
り
。
切
。
本
里
〔
輿
保
里
〕

の
郷
保
王
景
春
は
潜
逃
し
斥
革
さ
る
。
票
を
蒙

お
も
む
き

り
て
、
書
手
劉
歩
雲
、
車
舎
の
士
庶
人
等
を
舎
同
し
、
乗
公
に
安
人
を
議
奉
し
郷
保
に
接
充
し
て
掛
公
せ
し
め
よ
と
の
等
因
な
り
。
:
:
:

〈

幻

)

道
光
十
二
年
四
月
二
十
日
。

拍
車

⑮
の
場
合
は
、
依
員
に
な
っ
た
郷
保
の
選
出
を
願
い
で
た
請
願
の
文
書
で
、
そ
の
な
か
に
「
恩
誌
を
懇
い
、
書
手
は
車
舎
を
曾
同
し
、
民
に
安

(お〉

人
を
涯
し
、
郷
保
の
公
事
に
接
充
せ
し
め
よ
」
と
あ
る
。
道
光
年
聞
か
ら
威
豊
年
聞
こ
八
一
一
一

J
一
八
六
一
)
に
お
い
て
同
様
に
郷
保
の
選
出

(
m
U
〉

(
「
紳
民
人
」
)
な
ど
の
文
句
、が
見
ら
れ
る
。
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車
舎
に
相
嘗
す
る
部
分
に
、

草
領
、
都
耕
、
郷
保
、

「
士
民
人
」

従
つ

を
願
い
出
た
文
書
で
は



場所不富慶十 保興里害塵十 向簡書塵 義d慶
期時

里 元年九明九
皮庄間 五年三

と
年 年 士湯

月 所
月 月 一

月

散不在股 「 車股 車舎 車舎 股出
車---， 車含---， 

p る 連関

分理
L L し L 」頭 」

之量
句雪日五ロ

内

天職 民
車領越

そ民 車

盛員馬車
人 の人 頭部
間 他楊 提
と義7告~ 殿 子 昌 訴

謙 太 J¥ 

呉

訴さ牧編窮長甲 捕す が嘗興{呆 た趨車領 反い草た樹も

状なす わで、て せ殿 訴る頭時はと
。かるすの

なに皮庄聞が里 な 三 が し 。のに f足 の

つのる越 い車領 あに いは草 て 一 部徴九車

たに公費 鳳 た るは こ年老 退 い方車 太昌 牧品領
者 、九 めにの 。車曾 とを る し職で

か股をが
訴と 手渡捨す負現在が

をで願 。頭とた員己

ら分集差 理息い のと金で草
訴訟

ものめ務 えし あ 由子出
部太E目ヨ も銭あさ

一内、を ててる郷り にがた にのるれ 及

緒にま徴収 いあ二保 草疲症書文 不受こた び

になた るり十の庄皮閤
は正けと 黛 土報ヒ

徴く 車兵を 。
、四弟 退をの 。 そに i度を樹 Eコ

枚、越 欠千文 が 願た の農し利が の

しこ 鳳 銭 車銭 に いめ よ民に用 車差
庁t内~ 

よれ悌理 九 はのは 出 うに不し

うま は 村内 うを車 たも 車領 事乏Eな圭t草正 、を
とです戸

の二ち要求股三
差 がも包

し差待 る口 のの をあと提

た 経費 の 手十し厘 。職 は科り車領 し
と銭這 姓千文 ての 1寿 な涯、 た

すをを珊 がい割 ナピ いしまだ 。

る出徴を 支はるり 耳El3三 とてたつ糞

巻 巻 巻 巻
/¥. 出

五 四 七 五 血

/¥. 一

--'-118一

536 

表
1
一
按
保
分
波
に
よ
る
差
径
の
徴
牧
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⑪
年
月
不
明

向
節
里

⑬
道
光
年
間

輿
保
里
黄
庄

「
草
曾
」

「
分
股
裡
股

外」「
股
外
差
務
」

民
人
孫
連
生

車
領
部
純
修

帯
緋
郵
永
寛

他
民
人
七
名

雑
項
の
差
務
は
牌
頭
・
甲
長
が
捨
品
回
国
す
る
が
、
車
馬
の
大
差

は
車
領
と
帯
離
が
櫓
嘗
す
る
。
郷
保
の
不
在
は
大
差
の
鱗
理

に
支
障
を
来
す
恐
れ
あ
り
と
訴
え
る
。

郷
保
が
不
在
の
た
め
、
書
手
と
車
曾
の
人
々
で
新
任
の
郷
保

数
名
を
推
参
し
た
が
、
い
ず
れ
の
者
も
着
任
す
る
こ
と
を
願

わ
な
い
。
ま
た
各
村
の
理
事
人
も
新
任
の
郷
保
に
封
し
て
保

肢
に
名
前
を
連
ね
る
こ
と
を
忌
避
し
て
集
ま
ろ
う
と
し
な
い
。

巻
一
五
四

街
節
里
の
郷
保
は
職
務
を
誤
り
柳
競
拘
束
さ
れ
て
い
る
。
本

一
審
九

O

里
の
夫
差
と
車
差
は
股
裏
、
股
外
に
分
け
て
奉
跡
附
し
て
い
る
。
一

ま
た
股
外
の
差
務
は
郷
保
が
鱗
理
す
べ
き
で
あ
る
が
、
現
在
、
-

差
務
を
取
り
扱
う
者
が
い
な
い
。

⑤③⑦⑤  

忍
術
念
、
里
窄
民
第
、
恩
准
滅
馬
差
事
」

〔
出
典
〕

①
「
居
間
回
明
事
」
「
震
包
撹
車
差
、
合
謀
抗
編
、
懇
恩
査
案
訊
究
事
」

「盛
岡
備
陳
下
情
、
叩
懇
電
襲
作
主
訊
断
事
」
他

「
震
陳
明
下
情
事
」
「
鴛
陳
明
下
情
、
念
老
子
痴
、
難
以
緋
公
、
懇

恩
電
嬰
准
退
事
」

「
戚
菓
事
」

「
震
公
叩
仁
慈
術
念
、
共
郷
愚
細
故
業
経
、
査
明
庭
結
露
恩
准
菟
訊

事
」「

篤
公
叩

「
震
菓
明
汲
差
不
公
、
叩

「
輿
保
炊
事
」

「
魚
裏
明
下
情
、
叩
恩
差
停
、
訊
筋
公
翠
安
人
、
接
認
郷
保
事
」

「
魚
選
俸
菓
明
下
情
、
叩
恩
術
准
、
差
俸
各
圧
牌
甲
、
股
裏
割
問
灘
、

公
翠
郷
保
事
」

「
篤
陳
明
下
情
、
懇

保
公
事
」

「
魚
公
叩

② ④③  ⑤ 

仁
慈
術
念
事
、
経
庭
結
、
恩
准
菟
訊
鈴
案
事
」

⑮ 

恩
議
筋
書
手
曾
向
車
曾
、
男
波
安
人
、
接
充
郷

⑪ 

仁
慈
各
外
施
恩
開
穆
事
」

-120ー



て
、
車
舎
は
そ
れ
ら
の
里
役
や
下
層
紳
士
・
有
力
農
民
な
ど
、
皇
内
の
有
力
者
が
参
加
し
た
組
織
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
②
の
史
料
で
は
、
乾
隆
年
間
後
半
〈
十
八
世
紀
後
半
)
に
向
節
里
に
車
舎
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
、
嘉
慶
二
十
二
年
(
一
八
一
七
)
十

お

も

え

ら

く

わ

よ

わ

「切
。
身
が
皇
、
乾
隆
三
十
年
自
り
口
口
車
曾
有
り
、
身
れ
聞
ち
帯
掛
車

あ
や
玄

(

m
山

)

従
て
未
だ
公
を
慎
ら
ず
。
」
と
あ
り
、
乾
隆
三
十
年
(
一
七
六
五
)
以

一
月
に
お
け
る
向
節
里
の
帯
蹄
車
領
の
趨
殿
三
の
訴
朕
の
な
か
に
、

領
に
係
れ
ば
、

九
そ
差
に
遇
は
ば
、

揚
躍
し
て
差
を
掛
ぜ
ざ
る
無
く
、

降
、
向
節
里
に
車
曾
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

さ
ら
に
、
①
で
は
「
車
頭
」
の
存
在
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
一
件
文
書
は
破
損
が
多
く
断
片
的
に
し
か
出
来
事
の
内
容
を
窺
う
こ
と

が
で
き
な
い
が
、
以
下
の
よ
う
な
次
第
だ
っ
た
。
乾
隆
五
十
九
年
(
一
七
九
四
〉
か
ら
嘉
慶
元
年
同
一
七
九
六
)
に
お
い
て
、
徳
義
里
で
差
衝
の

包
揖
事
件
が
設
費
し
た
。
こ
の
事
件
は
、
革
職
さ
れ
た
も
と
車
領
の
黛
樹
が
従
九
品
職
員
で
あ
る
こ
と
を
利
用
し
て
車
馬
の
差
径
を
包
撹
し
、

車
股
の
割
り
嘗
て
の
な
い
農
民
か
ら
車
銭
を
踊
取
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
車
頭
の
郵
昌
太
は
黛
樹
と
と
も
に
着
服
に
加
携
し
、
新
た
な

539 

郷
保
の
王
君
度
と
の
聞
で
車
鎮
の
受
け
渡
し
に
不
正
が
あ
っ
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。

お

か

と

も

わ

な

ん

ぞ

は

か

か

:
:
:
去
歳
に
子
い
て
、
伊
れ
〔
黛
樹
〕
、
車
頭
郵
昌
太
と
同
に
車
差
を
包
撹
す
。
身
れ
前
項
の
銭
文
を
理
問
す
る
に
、
誼
ら
ん
伊
れ
頂
稽

(

況

)

に
侍
侍
し
、
反
り
て
侍
横
を
行
な
い
、
百
般
悔
罵
せ
り
O
i
-
-
-
嘉
慶
元
年
九
月
。

(

招

)

こ
こ
で
は
「
車
頭
郵
昌
太
」
の
存
在
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

具
呈
。
民
人
楊
子
謙
、
年
三
十
三
歳
。

い

ほ

し

い

ま

ま

か

‘
:
:
:
従
九
品
職
員
業
樹
、
頂
常
に
僑
侍
し
、
常
に
官
吏
を
告
い
、
感
に
詑
詐
を
行
う
。
伊
れ
車
差
を
包
捜
し
、
里
下
に
在
り
て
横
数
し
、

だ

ま

し

ち

ゃ

く

ふ

く

わ

か

っ

撞
踊
呑
肥
し
て
、
良
普
を
欺
座
す
e

身
れ
家
賃
に
掃
し
、
向
て
車
股
無
し
。
去
歳
〔
乾
隆
六
十
年
〕
の
十
二
月
二
十
日
に
戸
い
て
、
併
れ

わ

あ

ま

さ

む

り

じ

い

わ

〔
黛
樹
〕
口
稽
す
ら
く
、
身
れ
車
股
一
股
を
欠
く
に
一
該
た
り
、
躍
に
東
銭
二
十
七
千
を
出
す
べ
し
と
。
〔
黛
樹
は
〕
硬
に
身
れ
に
向
か
い

わ

か

拍

が

か

わ

靴
索
せ
ん
と
す
。
身
れ
本
よ
り
車
股
無
く
、
伊
れ
に
草
簿
を
査
看
す
る
を
失
う
に
、
伊
れ
燭
怒
し
て
身
れ
を
持
て
百
般
威
嚇
せ
り
。
-

(お〉

嘉
慶
元
年
九
月
。

T
A
 

q
h
 



540 

二
十
世
紀
初
頭
の
農
村
賓
態
調
査
に
よ
れ
ば
、
村
内
の
「
舎
」
組
織
や
結
合
で
、
そ
れ
を
運
営
す
る
中
心
と
な
る
世
話
役
の
こ
と
を
「
舎
頭
」

〈

鈍

)

「
頭
」
は
「
一
般
の
人
よ
り
も
上
に
立
つ
」
人
の
意
味
で
あ
る。

「
曾
首
」

「
呑
頭
」
な
ど
と
稽
し
た。

「
車
頭
」
と
は
車
舎
の
世
話
役
で
は

な
か
っ
た
か
と
推
測
さ
れ
る
。
ま
た
史
料
の
後
半
で
は
、
車
股
の
無
い
楊
子
謙
が
「
車
簿
」
を
見
せ
る
よ
う
に
繁
樹
に
要
求
し
て
誇
い
と
な
っ

(

お

)

て
お
り
、
本
来
は
車
股
あ
り
と
「
車
簿
」
に
登
録
さ
れ
て
い
る
農
家
か
ら
差
径
が
徴
牧
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
こ
れ
と
関
連
し
て
、
④

に
は
「
股
分
の
内
に
在
ざ
る
散
戸
」
と
い
う
文
句
が
見
ら
れ
る
。

具
菓
。
職
員
馬
徳
駿
・
呉
天
盛
。

E
と

の

し

だ

い

ち

ゃ

く

に

ん

ち

ょ

う

し

ゅ

う

縁
。
趨
鳳
九
は
甲
長
に
腐
充
し
、
本
よ
り
庄
衆
人
等
に
向
か
い
て
様
項
の
差
鐘
を
損
揮
す
。
戸
口
を
編
寓
し
加
を
造
る
の
公
費
有
り
て
、

か
っ

戸
毎
と
に
大
鐘
一
二
十
文
に
過
ぎ
ず
と
雄
も
、
又
た
兵
車
を
掛
理
す
る
あ
り
。
股
分
の
内
に
在
ざ
る
散
戸
、
未
だ
経
て
銭
を
出
さ
ざ
る
人

ち

ょ

う

し

ゅ

う

(

お

)

も
、
趨
鳳
九
は
一
併
に
携
揮
す
わ
:
:
:
嘉
慶
十
九
年
間
二
月
二
十
五
日
。

④
の
訴
状
は
、
甲
長
に
任
ぜ
ら
れ
た
越
鳳
九
が

「
戸
口
造
加
」
の
雑
差
の
経
費
を
村
庄
内
か
ら
集
金
す
る
際
に
、
「
兵
享
を
掛
理
す
る
」
と
稽

し
て
、
こ
れ
ま
で
大
差
の
差
径
銭
の
割
り
嘗
て
の
な
か
っ
た
農
家
か
ら
も
不
嘗
に
徴
牧
し
よ
う
と
し
た
と
い
う
訴
え
で
あ
る
。

(

幻

)

「
祉
」
な
ど
の
組
織
や
結
合
に
参
加
し
た
世
話
役
で
は
な
い
一
般
戸
を
さ
す
。

「
散
戸
」
と

-122ー

~t. 

「舎」

「
股
分
の
内
に
在
ざ
る
散
戸
」
と
は
、
股
分
や
車

股
を
そ
の
名
義
に
割
り
嘗
て
ら
れ
て
い
な
い
農
家
(
車
馬
の
大
差
を
支
緋
し
な
い
農
家
)
で
、

車
舎
に
参
加
し
た
一
般
戸
で
は
な
か
っ
た
か
と
推

測
さ
れ
る
。

以
上
、
嘉
慶
、
道
光
年
聞
の
賓
垣
牒
の
郷
村
で
は
、
里
或
い
は
保
で
一
定
数
の
股
分
・
牽
股
を
支
耕
し
て
い
た
。
こ
の
負
措
は
村
庄
の
大
小

(
糧
地
や
人
丁
数
な
ど
)
に
麿
じ
て
割
り
嘗
て
ら
れ
、
末
端
の
村
庄
で
は
特
定
の
農
家
の
名
義
の
も
と
に
差
徳
鎮
が
支
携
わ
れ
た
。

股
分
・
車
股

の
割
り
営
て
と
徴
政
の
た
め
に
、
各
保
に
は
車
領

・
帯
掛
が
置
か
れ
た
。

車
舎
は
こ
れ
ら
に
関
連
し
て
、
保
(
皇
〉
や
村
圧
で
貫
際
に
差
筏
の

経
費
を
負
措
し
徴
牧
し
た
組
織
だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
運
営
形
態
の
詳
細
は
把
握
で
き
な
い
が
、
世
話
役
の
車
頭
と

一
般
戸
の
散

戸
か
ら
組
織
さ
れ
、
車
舎
の
内
部
で
差
後
銭
を
徴
牧
し
工
面
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。



郷
村
に
お
け
る
差
稽
の
徴
牧
形
態
|
|
按
地
擁
銭

さ
て
、
今
一
つ
は
「
接
地
擬
鎮
」

「
按
畝
出
銭
」

女
に
示
す
の
は
、

威
豊
五
年
(
一
八
五

「
毎
畝
擁
涯
」
な
ど
と
呼
ば
れ
る
形
態
で
あ
る
。

五
V

の
厚
俗
里
大
高
庄
で
の
出
来
事
で
、
、
過
重
な
差
衝
の
要
求
が
つ
ぎ
つ
ぎ
と
村
庄
に
降
り
か
か
っ
た
と
い
う
訴
え
で
あ
る
。

具
一
果
。
王
遠
明
、
年
六
四
歳
、
厚
俗
里
大
高
庄
に
住
む
。

E
と

の

し

だ

い

わ

と

も

情
縁
。
身
が
大
高
圧
は
共
に
地
十
三
頃
有
り
。
各
お
の
種
地
の
家
、
差
に
遇
は
ば
畝
を
按
じ
て
銭
を
出
し
、
敢
え
て
違
抗
す
る
無
く
、
分

す

え

か

文
も
欠
か
ず
。
意
わ
ざ
り
き
、
王
義
路
は
富
を
篤
し
て
仁
な
ら
ず
、
貧
得
し
て
厭
う
無
し
。
威
豊
田
年
九
月
の
底
、
伊
れ
は
差
銭
二
百
飴

た

で

か

わ

と

も

あ

っ

か

わ

た

用
を
塾
陳
す
べ
し
と
云
う
。
身
れ
は
衆
首
事
人
と
同
に
銭
を
持
て
教
の
如
く
撞
め
詑
わ
り
、
伊
れ
に
交
し
て
牧
去
せ
し
む
。
今
歳
九
月
十

た

て

か

え

わ

と

も

か

八
日
に
至
り
、
叉
た
差
銭
七
百
徐
吊
を
塾
陳
す
べ
し
と
言
う
。
身
れ
は
衆
首
事
人
と
同
に
何
な
る
差
な
る
や
を
知
ら
.
す
、
伊
れ
に
何
な
る

か

ち

ゅ

う

か

い

わ

か

項
の
差
務
に
係
る
や
を
問
う
。
伊
れ
言
え
ら
く
車
馬
の
差
銭
に
係
る
と
。
郷
保
の
鴻
起
浮
控
一
寸
の
説
合
を
経
て
、
身
れ
等
を
し
て
伊
れ
に
東

(
叩
拍
〉

銀
三
百
吊
を
給
せ
し
め
ん
と
す
。
:
:
:
威
豊
五
年
十
月
。

-123ー

大
高
圧
の
事
例
か
ら
衣
の
こ
と
が
わ
か
る
。
第
一
に
、
「
各
お
の
種
地
の
家
」
が
「
畝
を
按
じ
て
銭
を
出
」
す
と
い
う
方
法
で
差
徳
鎮
を
負

措
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
按
地
擬
鏡
、
毎
畝
擬
波
と
は
、
家
畜
や
車
輔
な
ど
を
含
め
た
農
家
の
資
力
に
関
係
な
く
、
糧
地
或
い
は
耕
作
地
一

畝
嘗
た
り
に
つ
い
て
均
等
に
差
格
を
負
捨
す
る
方
法
を
指
す
。
第
二
に
、
大
高
庄
で
差
径
を
徴
攻
し
て
い
る
の
は
複
数
の
「
首
事
人
」
(
「
衆
首

事
人
乙
で
あ
る
。
首
事
人
と
は
、
村
庄
の
世
話
役
で
、
村
廟
の
補
修
、
橋
や
村
遣
の
管
理
な
ど
村
庄
の
公
共
業
務
を
擢
嘗
し
た
自
生
的
な
郷
村

(

鈎

)

の
指
導
層
で
あ
る
。

道
光
年
間
(
一
八
二
O
J
一
八
五
O
〉
に
さ
か
の
ぼ
る
が
、
同
じ
厚
俗
里
の
郷
保
案
天
柴
の
報
告
に
よ
れ
ば
、

村
庄
の
首
事
人
が
負
携
す
る
差

権
は
、
郷
保
に
よ
っ
て
里
内
の
村
庄
に
割
り
嘗
て
ら
れ
た
も
の
だ
っ
た
。
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具
一
果
。
厚
俗
里
の
郷
保
嚢
天
築
。
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お

も

え

ら

く

よ

と

も

切
。
春
自
り
今
に
至
る
ま
で
、
兵
差
並
び
に
各
雑
項
の
差
務
を
奉
耕
し
、
倶
に
皆
な
算
明
し
、
九
圧
に
慮
じ
て
均
擬
す
。
査
す
ら
く
、
西

河
務
正
の
首
事
裳
昌
安
、
蓑
可
允
、
常
家
主
の
子
一
踊
堂
、
劉
奉
人
圧
の
丙
汝
良
、
:
:
:
(
中
略
〉
:
:
:
資
辛
庄
の
王
瑞
護
・
梁
洪
如
、
地

か

ん

り

わ

た

び

た

た

畝
を
経
管
し
差
務
を
掛
理
す
。
身
れ
が
屡
び
催
が
す
を
経
て
、
張
峯
庄
の
徐
俊
如
が
運
開
し
て
清
交
す
る
を
除
く
の
外
、
惟
だ
責
辛
庄
の

そ

王
瑞
護
・
梁
洪
如
は
、
抗
し
て
遵
併
せ
ず
、
分
文
も
出
さ
ず
、
拘
す
る
に
非
ざ
れ
ば
、
緋
差
す
る
能
わ
ず
と
云
稽
す
。
其
れ
西
家
務
等
の

わ

(

川

叫

)

庄
の
首
事
裳
昌
安
等
、
均
し
く
皆
観
望
し
て
掛
ぜ
ず
、
身
れ
を
し
て
累
を
受
け
し
む
。
・
:
・
:
道
光
年
開
。

案
天
築
の
報
告
に
よ
れ
ば
、
彼
は
里
内
の
九
つ
の
村
庄
に
「
兵
差
並
び
に
各
雑
項
の
差
務
」
を
均
等
に
割
り
嘗
て
た
と
い
う
。
配
下
の
村
庄
の

(

H

U

)

 

「
首
事
」
は
彼
の
要
求
に
従
い
「
地
畝
を
経
管
し
差
務
を
掛
理
す
」
る
(
按
地
擁
銭
)
べ
き
で
あ
る
が
、
責
辛
庄
の
首
事
人
王
瑞
護
・
梁
洪
如

が
指
示
ど
お
り
に
掛
差
し
よ
う
と
せ
ず
、
西
家
務
庄
な
ど
他
の
村
正
の
首
事
人
も
そ
れ
を
見
て
様
子
を
窺
い
、
蓑
天
築
を
巻
き
添
え
に
し
て
い

る
と
い
う
。
こ
の
報
告
で
は
、
村
圧
の
首
事
人
が
負
措
す
べ
き
差
径
を
支
排
お
う
と
せ
ず
、
郷
保
の
蓑
天
策
は
差
径
の
職
責
を
果
た
せ
な
い
と

以
上
の
二
つ
の
事
例
か
ら
、
按
地
擁
鎮
の
場
合
、
里
に
科
挺
さ
れ
た
差
径
を
郷
保
が
村
庄
に
割
り
嘗
て
、
末
端
の
村
圧
で
は
首
事
人
が
土
地
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訴
え
て
い
る
。

敢
に
鷹
じ
て
差
篠
銭
を
徴
放
し
て
い
た
と
剣
断
さ
れ
る
。

こ
う
し
た
土
地
数
に
臆
じ
た
差
径
徴
牧
の
形
態
は
、

(
m
M
)
 

は
貫
施
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
(
後
述
)
、
賓
塩
懸
の
郷
村
で
贋
く
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
同
治
年
間
(
一
八
六
二
J
一
八
七
四
)
の
こ

股
分
・
車
股
を
有
力
戸
が
負
携
す
る
形
態
(
按
保
分
波
)
と
と
も
に
古
く
か
ら
郷
村
で

と
で
、
差
稽
銭
が

「
圭
円
苗
舎
」
の
青
苗
銭
と
同
時
に
徴
牧
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
(
表
2
Y

育
苗
舎
と
は
、
郷
村
で
作
物
の
牧
穫
期
(
六
月
の
姿
秋
と
九
月
十
月
の
大
秋
〉
に
盗
難
を
監
視
す
る
た
め
に
組
織
さ
れ
る
圏
瞳
で
あ
る
。

(

川

町

)

舎
で
は
、
参
加
し
た
農
民
か
ら
「
青
苗
銭
」
「
青
鏡
」
を
集
め
、
監
視
人
(
「
着
青
人
」
)
を
雇
い
作
物
の
監
現
を
行
な
っ
た
。

表
2
は
、
按
地
擬
鏡
、
按
畝
擬
涯
な
ど
の
形
態
で
差
揺
が
徴
牧
さ
れ
た
事
例
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
差
径
は
青
苗

舎
の
活
動
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
中
か
ら
代
表
的
な
事
例
を
見
て
み
よ
う
。
同
治
年
聞
に
、
孝
行
里
湾
各
庄
の
青
苗
舎
で
は
、
青
苗
銭

事
円
苗
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④
同
治
二
年
九
月

好
櫨
里
藍
各
庄

青
苗
園
地
は
三

O
頃
絵
り
。

本
庄
人
の
本
国
で
種
地
す
る
者
は
首
事
人
に
看
青
銭

を
支
挽
う
。
外
庄
人
の
本
圏
で
種
地
す
る
者
は
看
青

人
に
看
青
銭
を
支
挽
う
。
看
青
人
の
取
り
分
を
す
べ

て
村
の
看
青
銭
と
し
た
た
め
首
事
人
と
看
青
人
の
聞

で
訴
訟
と
な
っ
た
。

①
同
治
二
年
六
月

孝
行
呈
斉
各
庄

「
毎
年
毎
畝
、
出
東
一
青
苗
園
地
は
四

O
頃
絵
り
。
首
事
二
十
人
で
値
年
を

銭

一

百

」

輪

流

し

、

五

人

一

年

で

鱗

公

す

る

。
青
苗
銭
は
毎
畝

一
百
文
で
合
計
四
百
絵
吊
。
首
事
人
が
引
纏
ぎ
の
際

に
青
苗
舎
の
経
費
を
着
服
し
、
青
苗
地
帳
に
不
正
が

あ
っ
た
。

②
遁
光
二
十
五
年
九

月
務
本
里
園
子
庄

青
苗
園
地
は
二
一
頃
。
去
年
の
大
秋
、
畝
毎
に
糧
二

升
半
を
徴
収
、
今
歳
は
毎
畝
糧
一
升
を
徴
牧
。
首
事

人
が
、
青
苗
銭
の
な
か
に
含
ま
れ
る
郷
保
の
塀
差
の

費
用
を
着
服
し
た
と
す
る
訴
え
。

「
按
地
畝
出
銭
」

表

2
一
青
苗
曾
に
お
け
る
差
待
の
徴
牧

時

期

と

場

所

一

徴

収

方

法

①
遁
光
二
年
八
月
一
「
按
毎
畝
鍍
去
」

好
櫨
里
大
藍
各
庄
一

背
苗
圏
と
青
苗
銭
及
び
訴
訟
の
概
要

青
苗
銭
は
妻
子
一
升
四
合
で
、
共
計
で
妻
子
二
十
徐

石
を
徴
枚
。
青
苗
銭
の
な
か
に
夫
差
の
銭
文
を
合
わ

せ
て
徴
収
す
る
こ
と
は
不
正
と
す
る
訴
え
。

「
看
青
の
工
銭
」

「
鱗
差
の
費
」

「
車
馬
の
各
差
を
騨
理
す
」

「
修
道
」

「
堤
稔
」

「
看
青
の
工
銭
」

「
車
内
苗
舎
の
席
を
立
て

る
の
銭
」

「
務
差
」

「
看
青
人
の
工
債
」

「
車
問
苗
曾
事
の
飯
銭
」

「
郷
保
の
塀
差
」

青
苗
銭
の
使
途

「
看
青
の
債
値
」

「
這
夫
の
差
を
耕
ず
る

の
銭
文
」

巻
一

O

巻 巻

一
O
O

出
典

巻
九
人
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544 

③
同
治
五
年
七
月

嘉
善
里
堅
庄

⑦
同
治
四
年
十
月

向
節
里
西
馬
各
庄

⑤
同
治
四
年
五
月

向
節
里
郭
家
庄

格
家
庄

高
家
庄

頃
淘
庄

⑤
同
治
三
年
六
月

向
節
里
商
王
淘
庄

太
卒
庄

「
按
畝
機
給
差
銭
」

「
按
地
機
派
青
銭
」

「
差
務
出
地
畝
」

「
倶
按
地
畝
公
擬
、

其
来
己
久
」

城
内
に
居
住
す
る
童
生
の
訴
え
。
童
生
の
土
地
一
頃

三
六
畝
は
堅
庄
と
張
各
庄
に
分
散
し
て
お
り
、
各
々

の
青
苗
圏
内
で
入
園
し
、
他
の
地
畝
に
倣
っ
て
按
畝

擬
給
で
青
苗
銭
を
支
捕
っ
て
い
る
。
首
事
人
が
不
吉

に
銭
文
を
一
要
求
し
た
と
す
る
訴
え
。

青
苗
園
地
は
三
八
頃
絵
り
。
毎
畝
機
鋒
は
三
二
五
文

l
三
七

O
文
、
合
計
の
経
費
は
一
七
二
五
吊
、
さ
ら

に
外
庄
の
務
貼
銭
二
八

O
吊
l
三
O
O吊
あ
り
。

青
苗
地
帳
が
不
正
で
青
苗
銭
の
着
服
が
あ
っ
た
。
青

苗
銭
の
引
き
継
ぎ
に
つ
い
て
首
事
人
の
聞
で
誇
い
が

起
き
た
。

四
庄
で
青
苗
圏
一
圏
を
形
成
し
て
い
た
が
、
今
年
分

圏
し
て
別
々

に
作
物
の
盗
難
を
管
理
す
る
こ
と
と
し

た
。
格
家
庄
の
農
民
格
昆
の
土
地
が
郭
家
庄
の
青
苗

圏
内
に
あ
り、

作
物
の
盗
難
の
庭
罰
を
め
ぐ
り
誇
い

が
起
き
た
。

二
庄
で
青
苗
圏
一
圏
を
形
成
す
る
青
苗
曾
。
商
王
淘

庄
の
青
苗
園
地
は
一
七
頃
四

O
畝
、
太
卒
庄
の
青
苗

園
地
は
七
頃
六
三
畝
。
主
円
苗
銭
は
一
畝
嘗
た
り
六

O

O
文
。
二
庄
の
問
で
差
徳
鎮
の
負
権
額
に
つ
い
て
誇

い
が
あ
り
、
二
庄
の
青
苗
曾
が
分
圏
し
よ
う
と
し
て

訴
訟
と
な
っ
た
。

「差
銭
」

「
人
を
雇
い
て
看
青
す
」

「
緋
公
の
花
費
」

「
人
を
雇
い
て
支
更
す
」

「
園
練
の
花
費
」

(
「
差
務
」
)

巻
一
五
七

f蚕
務
は
地
畝
よ
り
出

巻

七

「大
小
の
差
務
」

「
兵
車
を
奉
排
す
」

「
雑
項
の
差
務
を
緋
理

す」

巻
一

O
四

巻
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青銭

園郷費畝A邑A 八 いに蓋を 千ー てが ー 取あ馬 銭のり庄
相保は 庄 とな 四畝A酋... 訴、緒りり昔 文首、内

がの 青銭苗 た が す っ修フす貨R主 百
訟去に決 、庄 も事今の

何度も 王 り形成 るて 除吊 た 起を年 育 め耕の 渡人年三円邑 後
}II貢 二 訴え も り 詰 苗 で作青 さは街
卿か Oす 一る 。の こ 圏 あし苗 な隠苗曾 に

不嘗 とら O る 。年以経費事鱗舎青苗
ししをるて 圏 い地は

そ 出 徴文を 青
たた形。い地 と害帳 十

にのす 苗舎 上を銭 。。 成以 るは すに年
差叔 、着人は

庄塁 し前青十
る苗記に

径父 牧 工服 ー 育 、苗 訴え 銭入わ
ので 。青苗 事を し、首事八O 

苗 九 回 五 をした

銭文を 家庄苑 あゆら 圏地
は銭王で宅 。支たり

始め水河)人文 分を庄青吾 fわ弗 し。地隠

要求事首人 る六十
よのが村 事徴収Eと面銭苗 ずか十

し 差務頃
うと な附の 不し を曾 し 頃

い近計合 利 て 支挽つ規 車差 、絵
たのの。 し期時の とい等 」 後が
。王経毎 な閉 一 したは が の f苛あ

水洩官三」雑差米替春秋
間各 各項-， 工河-， 修堤-， 青巡-， 輔車「りt牛廟「ー「

聾項 5に 切
の廟を のの 明の の L銭-のの の 在の

間口公 車差差大
場差

差務 銭文工銭
差

てり F 韮
」 務花費

務

」 」修す 」
L 

席
を
さ日吾又/u 

巻九 巻九 巻 巻

四 。 一。
」
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〔出
典〕

①
「
篤
遜

批
陳
明
託
頼
狸
控
叩

天
電
墜
俸
訊
察
究
事
」

③②  

「
震
賦
具
事
」

「鴛
傍
侍
首
事
担
詞
、
妄
懇

恩
添
停
質
訊
、
以
弊
岡
県
僑
事
」
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@
「
信
用
兇
徒
撹
鋭
公
務
、
持
万
尋
僻
、
叩

恩
作
主
訊
究
事
」

⑤
「
篤
遜
批
再
真
下
情
事
」
「
篤
公
菓
下
情
事
」

⑤
「
篤
菓
覆
事
」
「
篤
訴
明
事
」

⑦
「
信
用
援
呑
青
苗
闘
銭
、
理
問
侍
績
、
並
不
清
算
、
叩
懇
恩
准
停
案
訊

筋
清
算
事
」
「
信
用
再
陳
接
呑
青
苗
地
、
徐
存
銭
文
、
並
木
変
更
、
亦
不
園

練
、
叩
懇
恩
准
訊
迫
事
」

③
「
負
担
開
地
畝
多
波
青
苗
圏
地
銭
文
、
理
問
侍
横
、
殴
痔
斯
文
、
叩

懇
恩
准
停
訊
斧
断
事
」

@
「
篤
公
莫
捷
観
青
苗
曾
事
、
草
稿
差
務
、
懇
思
准
俸
訊
遣
事
」

⑮
「
魚
再
陳
下
情
懇
恩
迅
速
賞
新
事
」
「
潟
再
陳
下
情
事
」
「
震
再
陳

下
情
事
」

⑪
「
信
用
首
事
際
弊
合
謀
味
良
、
接
呑
銭
文
、
並
木
修
公
、
懇

案
訊
這
事
」

⑫
「
信
用
彩
充
郷
保
、
詑
借
擾
泉
、
懇
恩
作
主
停
案
訊
究
事
」

明
下
情
事
」
「
翁
公
同
備
陳
原
委
員
叩
恩
核
奮
訊
究
事
」

関
心
術
准
俸

「
震
建
批
訴

の
な
か
に
差
径
や
村
の
公
共
業
務
の
経
費
を
含
め
て
徴
牧
し
て
い
た
。

具
一
果
。
民
人
王
一
隅
林
、
年
七
十
歳
、
孝
行
里
湾
各
圧
に
住
む
。

己
と
の
し
だ
い
わ

情
縁
。
身
が
庄
に
首
事
二
十
人
あ
り
。
輪
流
し
て
値
年
掛
公
す
る
は
、
五
人
一
年
な
り
。
毎
年
六
月
十
五
日
、
接
替
の
前
の
一
一
一
雨
日
に
、

わ

牌
〔
頭
〕
・
甲
〔
長
〕
は
衆
首
事
に
請
い
て
、
正
畳
寺
に
至
ら
し
め
清
算
す
。
身
が
庄
の
〔
青
苗
〕
闇
地
は
四
十
頃
零
り
あ
り
。
毎
年
、

と

も

あ

つ

あ

っ

ゎ

畝
毎
と
に
東
銭
〔
銅
銭
〕
一
百
文
を
出
し
、
共
に
銭
四
百
徐
吊
を
揮
む
。
牌
〔
頭
〕

・
甲
〔
長
〕
が
催
し
捧
め
、
値
年
の
首
事
に
交
た
し
、

ひ

ょ

う

さ

さ

わ

車
馬
の
各
差
を
耕
理
し
、
修
道
、
搭
捻
の
花
用
と
す
。
前
に
六
月
十
五
日
に
於
い
て
、
身
れ
の
子
王
仲
は
牌
頭
に
係
り
、
顧
得
一
隅
は
甲
長

な

ん

あ

っ

に
係
れ
ば
、
衆
首
事
を
持
て
請
い
て
寺
中
に
至
ら
し
め
清
算
せ
ん
と
す
。
誼
ぞ
料
ら
ん
〔
前
首
事
の
〕
孫
仁
粛
は
撞
む
る
所
の
鏡
文
を
持

て
己
に
入
る
O
i
-
-
現
ま
票
を
蒙
り
て
車
差
を
櫛
理
せ
し
め
よ
と
あ
り
。
那
保
は
催
し
て
牌
〔
頭
〕
・
甲
〔
長
〕
に
銭
を
要
む
。
〔
値
年

わ

あ

つ

の
牌
頭
の
〕
身
れ
の
子
等
、
孫
仁
親
淵
に
問
う
に
、
共
に
銭
四
百
品
開
吊
を
揮
め
、
看
青
の
工
銭
九
十
吊
、
青
苗
舎
の
席
を
立
つ
る
の
銭
二
十

ま

さ

い

か

ん

か

わ

理
窟
に
掛
差
す
べ
し
と
。
奈
ぞ
伊
れ
銭
も
て
変
た
さ
ず
、
反
り
て
唄
怒
を
生
ず

0

・
:
・
・
同
治

吊
を
除
き
、
下
存
の
銭
二
百
九
十
除
吊
は
、

(

必

)

二
年
六
月
。

湾
各
庄
で
は
毎
年
六
月
に
前
年
と
嘗
年
輪
番
の
首
事
人
の
引
縫
ぎ
が
行
な
わ
れ
、
そ
の
二
一
一一目
前
に
、
首
事
人
二
十
人
が
寺
廟
に
集
ま
り
、
差
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徳
鎮
を
含
め
た
主
同
苗
舎
の
経
費
の
帳
目
を
清
算
す
る
習
わ
し
だ
っ
た
。
こ
の
青
苗
舎
に
は
主
将
苗
園
地
が
四
十
頃
徐
り
あ
り
、
一
畝
嘗
た
り
銭
一

百
文
を
集
め
、
看
青
(
作
物
の
監
覗
)
の
活
動
に
使
用
す
る
以
外
に
、
車
馬
の
各
差
、
村
道
の
修
理
、
堤
防
の
補
修
な
ど
、
差
径
と
村
庄
の
公

共
業
務
の
費
用
と
し
て
い
た
。
文
面
の
後
牢
に
よ
れ
ば
、
今
回
、の
車
差
を
掛
理
す
る
経
費
と
し
て
均
「
看
青
の
工
銭
』
(
看
青
木
の
賃
金
)
と

「
青
苗
舎
の
席
を
立
つ
る
の
銭
」
を
差
し
引
い
・た
徐
剰
を
充
て
る
は
ず
だ
っ
た
が
、
前
年
の
首
事
人
の
孫
仁
賓
が
青
苗
銭
を
着
服
し
て
金
銭
の

引
纏
ぎ
を
し
よ
う
と
せ
ず
諦
い
主
な
っ
て
い
る
。

ま
た
こ
の
事
例
で
は
、
郷
保
、
牌
頭
・
甲
長
、
首
事
人
が
車
問
苗
鏡
、

差
径
鎮
の
徴
牧
に
関
わ
っ
て
い
る
。

逼
常
の
青
苗
舎
の
経
費
(
差
徳
も

含
め
て
〉
は
、
牌
頭
・
甲
長
が
徴
牧
し
首
事
人
が
費
用
を
受
け
取
っ
た
。
車
差
の
差
径
銭
は
、
郷
保
が
牌
頭
・
甲
長
に
催
促
し
て
い
る
。

決
の
事
例
は
、
同
じ
同
治
年
聞
に
好
櫨
里
藍
各
庄
で
、
青
苗
銭
か
ら
ま
ず
看
青
人
の
「
工
債
」

経
費
と
す
る
こ
と
に
な
っ
た
次
第
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。

(
賃
金
)
を
支
携
い
、

そ
の
残
り
を
掛
差
の

具
呈
b

旗
人
趨
明
、
年
七
十
歳
、
好
瞳
里
藍
各
庄
に
住
む
。

お

も

え

ら

く

と

も

切
0

・
本
圧
ぬ
一
薗
な
り
。
共
に
地
三
十
鈴
頃
有
り
。
毎
年
秋
の
聞
に
劉
徳
一帽
・
楊
富
有
を
纏
い
て
看
青
し
、
共
に
〔
看
青
人
の
〕
工
債
の

東
鎮
は
六
十
吊
な
り
。
本
庄
人
の
本
圏
の
地
畝
を
種
や
す
者
は
、
主
円
鎮
も
て
本
庄
の
首
事
人
の
経
管
に
掃
し
、
外
庄
人
の
本
闇
の
地
畝
を

も

と

め

わ

種
や
す
者
は
、
車
円
銭
も
て
看
青
人
の
討
要
に
掃
す
。
今
、
差
務
の
繁
多
な
る
に
因
り
て
、
身
れ
は
本
圧
首
事
人
の
劉
徳
新
・
白
鳳
文
・
劉

振
徳
・
趨
洪
生
・
劉
鐸
等
と
公
議
、
ず
ら
く
、
外
庄
の
地
畝
を
勝
て
全
て
本
圏
に
於
い
て
鯖
し
‘
看
青
入
の
銭
を
要
む
る
を
准
さ
ず
と
。
本

よ

あ

っ

圏
の
首
事
人
由
り
粧
を
揮
め
、
看
青
〔
人
〕
の
二
人
に
工
銭
九
十
市
を
給
す
と
言
明
せ
り
。
看
青
の
工
債
を
除
く
の
外
、
下
絵
の
鎮
文
は

以
て
掛
差
の
費
と
作
す
。
劉
徳
新
等
の
謹
す
可
き
有
り
。
現
在
、
首
事
〔
人
の
〕
劉
徳
新
等
は
外
庄
に
赴
き
て
糠
を
都
む
。
:
・
向
治
二

(

必

)

年
九
月
。
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藍
各
庄
の
青
苗
舎
で
は
従
来
、
-
「
本
庄
人
」
で
藍
各
庄
の
青
苗
圏
一に
参
加
し
耕
作
し
て
い
る
者
は
、
青
苗
銭
を
藍
各
庄
の
首
事
人
に
支
排
い
、

「
外
庄
人
」
で
藍
各
圧
の
青
苗
圏
に
土
地
を
持
ち
耕
作
し
て
い
る
者
に
つ
い
て
は
、
看
背
人
の
取
り
分
と
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
「
差
務
が
繁
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首
事
人
が
合
議
し
て
「
外
庄
人
」
の
土
地
の
青
苗
銭
も
藍
各
圧
の
首
事
人
が
徴
牧
す
る
こ
と
と
し
、

債
」
を
支
排
う
こ
と
と
取
り
決
め
た
。
こ
の
た
め
、
看
青
人
と
首
事
人
と
の
聞
で
詩
い
が
起
き
た
と
い
う
の
が
、
こ
の
訴
訟
の
次
第
で
あ
る
。

看
青
人
に
は
別
に
「
工

多
」
な
の
で
、

訴
献
の
後
半
に
「
看
青
の
工
債
を
除
く
の
外
、
下
絵
の
銭
文
は
以
て
齢
差
の
費
と
作
す
」
と
あ
り
、
主
円
苗
舎
の
経
費
が
差
篠
を
含
ん
で
い
た
こ

と
が
わ
か
る
。

さ
て
表
2
の
諸
事
例
か
ら
、
次
の
よ
う
な
内
容
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
ず
第
一
に
、
差
径
は
青
苗
舎
の
青
苗
銭
(
本
来
は
監
視
人
を
雇
う

経
費
な
ど
青
苗
曾
の
運
営
費
〉
や
村
の
公
共
業
務
の
経
費
に
含
め
て
徴
牧
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
通
常
の
青
苗
銭
は
一
畝
嘗
た
り
五
十
文
前
後
だ

(

必

)
が
、
差
径
を
含
め
た
事
例
で
は
、

例
え
ば
向
節
里
商
一
王
淘
圧
で
は
六
百
文
(⑤
)、

庄
・
張
家
庄
・
築
各
圧
な
ど
八
つ
の
正
が
組
織
し
た
青
苗
舎
と
郊
家
鋪
圧
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
二
百
文
ハ
⑫
)
と
一
八

O
文
(
⑪
〉
、

数
倍
J
十
倍
徐
り
に
な
っ
て
い
る
。

同
じ
向
節
里
の
老
辛

孝
行
里
湾
各

庄
で
は
一
百
文
(
③
〉
だ
っ
た
。

差
徳
を
含
め
た
徴
牧
で
は
、
過
重
な
負
擦
と
な
っ
て
い
く
傾
向
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
、

(

U

)

(

必〉

た
。
し
か
し
直
隷
省
の
差
径
は
、
山
西
省
や
挟
西
省
に
比
較
し
て
相
封
的
に
軽
か
っ
た
こ
と
、

」
れ
は
穀
物
で
徴
牧
さ
れ
る
場
合
も
同
様
だ
っ
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ま
た
青
苗
舎
に
よ
っ
て
一
畝
嘗
た
り
に
割
り
嘗

て
ら
れ
る
と
い
う
均
等
な
負
措
の
保
誼
(
公
卒
性
〉
が
、

(
川
制
〉

度
保
詮
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

過
重
な
徴
震
に
劃
す
る
農
民
の
逃
亡
や
靴
詐
に
歯
止
め
を
か
け
、

支
掛
い
を
あ
る
程

第
二
に
、
青
首
銭
に
含
ま
れ
た
差
径
の
項
目
に
は
、
兵
車
や
草
差
な
ど
車
輔
と
馬
匹
の
徴
護
(
大
差
)
と
牒
街
門
の
徴
護
(
雑
差
)
が
区
別
さ

れ
る
こ
と
な
く
一
括
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
表
2
の
青
苗
銭
の
使
途
を
見
る
と
、
「
道
夫
の
差
を
掛
ず
る
の
銭
文
」
(
①
)
、

「
大
小
の
差
務
い
(
⑤
)
、
「
車
輔
の
差
務
」
(
⑨
〉
、

「
兵
車
を
奉
加
す
」

「
春
秋
の
大
差
」

「
替
米
の
大
差
」

「
車
馬
の
各

(
⑫
)
な

差
を
掛
理
す
」
(
③
〉
、

ど
中
央
政
府
に
劃
す
る
差
衝
と
、

「
雑
項
の
差
務
」
(
⑤
〉
、

「
各
項
の
差
務
」
(
⑮
〉
、

「
雑
差
」

(
⑫
)
な
ど
蘇
街
門
の
徴
震
は
、
徴
敗
者
や
支

排
い
方
法
な
ど
で
匿
別
が
な
い
。
と
も
に
銭
納
の
た
め
区
別
す
る
必
要
は
な
く
、
賓
態
は
最
初
に
見
た
大
高
圧
の
事
例
の
よ
う
に
、
村
正
レ
ベ

ル
で
は
次
々
に
要
求
さ
れ
る
差
衝
の
項
目
も
わ
か
ら
な
い
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
。



第
三
に
、
こ
う
し
た
差
俸
の
徴
牧
に
は
、
村
庄
の
首
事
人
や
崩
事
人
、
或
い
は
青
首
首
事
人
、
経
管
室
円
苗
人
な
ど
青
苗
舎
の
世
話
役
、
牌

E
と
の
し
だ
い
わ

頭
・
甲
長
、
郷
保
が
嘗
た
っ
た
。
例
え
ば
、
嘉
善
里
の
十
七
の
圧
の
首
事
が
連
名
で
提
出
し
た
訴
肢
に
は
、
「
縁
。
身
れ
等
均
し
く
首
事
に
係

か

わ

り
、
圧
中
の
公
事
は
甥
躍
し
て
耕
理
す
。
本
里
の
郷
保
崖
景
群
:
:
:
絶
え
て
怠
惰
す
る
無
く
、
大
小
の
公
事
に
遇
う
毎
と
に
、
伊
れ
必
ず
身
れ

あ

ら

ゆ

ち

ょ

う

し

ゅ

う

な

(

印

〉

等
首
事
に
向
い
て
一
商
酌
し
、
所
有
る
捧
耕
せ
し
差
務
の
出
入
も
一
清
し
、
並
べ
て
民
財
を
苛
欽
し
、
己
れ
を
肥
や
す
慮
無
し
」
と
あ
る
。
こ
の

場
合
郷
保
は
、
差
径
の
徴
牧
な
ど
「
大
小
の
公
事
」
を
常
に
首
事
人
に
一
商
酌
し
相
談
し
て
い
る
。

ま
た
務
本
里
園
子
庄
で
は
、
看
青
人
の
賃
金
な
ど
作
物
の
監
親
に
関
わ
る
以
外
の
経
費
を
差
務
と
し
て
郷
保
に
支
排
う
は
ず
だ
っ
た
が
、

部
の
車
両
苗
舎
の
世
話
役
と
牌
頭
が
着
服
し
て
し
ま
っ
た
。

具
呈
。
民
人
許
贋
徳
、
年
豆
十
歳
、
務
本
里
闇
子
庄
に
住
む
。

お
も
え
ら
一
〈
わ

切
。
身
が
庄
併
び
に
孫
家
庄
の
地
は
共
に
五
頃
あ
り
。
歴
年
地
畝
を
按
じ
て
出
銭
し
、
本
里
の
郷
保
黄
賓
善
に
給
し
、
差
に
嘗
つ

0

・

か

と

も

ち

ょ

う

し

ゅ

う

と

も

今
歳
、
伊
れ
等
〔
陳
二
、
許
旺
宗
、
牌
頭
許
爽
〕
共
に
根
二
十
一
石
を
援
要
し
、
共
合
に
貰
債
は
東
銭
三
百
四
十
六
吊
五
百
文
あ
り
。
内

か

な

に
看
青
人
の
工
債
東
銭
一
百
吊
を
除
き
、
又
た
青
苗
舎
の
事
を
耕
ず
る
の
飯
銭
五
十
吊
を
除
き
、
下
飴
の
銭
文
は
伊
れ
等
が
呑
肥
L
、
並

わ

(

況

)

ベ
一て
郷
保
の
耕
差
に
交
た
さ
ず
。
:
:
:
道
光
二
十
五
年
九
月
。

こ
こ
で
は
、
青
苗
鐘
(
穀
物
〉
の
中
に
含
め
て
徴
牧
さ
れ
た
差
篠
銭
が
、
本
来
は
車
円
苗
舎
の
世
話
役
と
牌
頭
か
ら
郷
保
に
支
排
わ
れ
る
は
ず
だ

っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

-131-

な
お
差
徳
鎮
は
、
、
通
常
、
首
事
人
や
青
苗
首
事
人
が
先
に
立
て
替
え
排
い
(
「
塾
緋
」
)
し
、
六
月
と
秋
の
牧
穫
期
に
貫
際
に
農
民
か
ら
徴
牧

さ
れ
た
。
例
え
ば
向
節
里
の
苑
家
庄
で
は
、
首
事
人
を
巻
き
込
む
傷
害
事
件
が
起
き
た
が
そ
の
な
か
で
、
「
査
す
ら
く
、
王
君
恒
は
本
圧
の
首

た

で

か

え

か

っ

(

臼

〉

事
に
係
り
、
各
項
の
差
務
を
塾
耕
す
。
従
っ
て
妄
震
の
慮
無
き
は
、
人
共
に
知
る
所
な
り
」
と
あ
る
。
ま
た
好
櫨
呈
荘
頭
庄
の
首
事
人
蘭
篠
倉

わ

た

て

か

え

ま

ち

ょ

う

し

ゅ

う

(

臼

)

「
身
れ
楊
富
と
と
も
に
銭
文
を
塾
耕
し
て
差
に
麿
じ
、
後
を
侯
ち
て
捧
蹄
し
蹄
塾
す
」
と
あ
る
。
青
苗
銭
の
徴
牧
は
、
豪
秋
と

の
訴
え
に
は
、

回日

大
秋
の
牧
穫
期
に
行
な
わ
れ
た
。
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以
上
、
土
地
放
に
臆
じ
て
差
衝
を
負
捨
す
る
形
態
に
つ
い
て
考
察
し
、
車
円
苗
舎
の
活
動
と
密
接
に
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
を
述
べ
た
。
青
苗
銭

と
と
も
に
差
径
銭
が
徴
牧
さ
れ
る
場
合
、
車
輔
と
馬
匹
の
差
径
(
大
差
)
と
豚
街
門
の
徴
牧
(
雑
差
)
と
の
匡
別
は
な
く

一
律
に
徴
牧
さ
れ
た
。

ま
た
村
正
で
の
徴
牧
業
務
に
は
青
苗
舎
の
世
話
役
(
青
苗
首
事
人
)
、
村
庄
の
首
事
人
、
或
い
は
牌
頭
・
甲
長
が
関
わ
り
、

差
径
銭
は
郷
保
に
支

排
わ
れ
た
。

四

際
政
府
の
動
向
と
差
稽

車
股
・
股
分
を
有
力
戸
が
支
所
す
る
形
態
と
土
地
数
に
麿
じ
て
負
携
す
る
形
態
は
、

道
光
年
間
(
一
八
二
O
l
一
八
五
O
〉
頃
ま
で
賓
垣
豚
の

郷
村
で
と
も
に
行
な
わ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

じ
か
し
有
力
戸
が
支
排
す
る
形
態
は
威
豊
年
開
(
一
八
五
一

J
一
八
六
一
)
以
降
ほ
と
ん
ど

見
ら
れ
な
く
な
り
(
表
1
参
照
〉
、
青
苗
舎
の
青
苗
銭
と
一
一
緒
に
差
径
銭
を
土
地
数
に
鷹
じ
て
徴
牧
す
る
形
態
が
、

七
四
〉
に
贋
く
貧
施
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
(
表
2
参
照
)
。

同
治
年
間
(
一
八
さ

7
一八

-132ー

直
隷
省
に
お
い
て
差
徳
負
携
の
不
均
衡
と
そ
の
過
重
が
大
き
な
問
題
と
な
り
、
改
革
論
争
が
朝
廷
を
に
ぎ
わ
す
の
は
、
道
光
初
年
の
こ
と
で

あ
る
が
、
改
革
涯
の
主
要
な
主
張
の
一
つ
に
按
畝
擬
涯
の
徴
牧
形
態
の
導
入
に
よ
る
地
方
財
源
の
確
保
と
、
州
豚
の
阻
規
索
需
や
規
躍
鎮
、途な

ど
定
額
外
の
恐
意
的
な
牧
奪
の
禁
止
が
あ

っ
た
。

こ
の
論
争
は
道
光
二
年
(
一
八
二
二
)
に
、
按
畝
擬
涯
も
ま
た
新
た
な
過
重
を
招
く
も
の
と

し
て
現
朕
維
持
を
主
張
し
た
官
僚
の
側
に
道
光
一
帝
が
支
持
を
輿
え
る
識
旨
を
護
布
し
、
結
局
直
隷
省
の
差
循
改
革
は
不
徹
底
の
ま
ま
で
終
わ
っ

(
町
内
)

た
と
い
う
。

順
天
府
の
差
後
徴
牧
の
形
態
に
こ
う
し
た
議
論
が
ど
の
よ
う
な
影
響
を
興
え
た
の
か
不
明
だ
が
、

は
、
十
九
世
紀
後
半
に
は
按
地
擬
鎮
の
方
向
へ
と
向
か
う
も
の
だ
っ
た
。

郷
村
の
末
端
に
お
け
る
動
向

例
え
ば
向
節
里
の
苑
家
庄
で
は

威
豊
四
年
(
一
八
五
四
)
に
「
厘
股
を
按
じ
て
擬
掛
」
す
る
形
態
か
ら
「
土
地
を
按
じ
て
差
を
擬
』

て
る

形
態
に
努
化
し
、
首
事
人
と
三
十
畝
を
耕
作
す
る
農
民
と
の
聞
で
傷
害
事
件
が
起
き
て
い
る
。

具
星
。
民
人
王
君
恒
、
年
四
十
二
歳
、
山
円
節
里
苑
家
庄
に
住
む
。



と

と

の

し

だ

い

わ

か

っ

よ

情
縁
。
身
が
庄
の
差
務
は
向
て
厘
股
を
按
じ
て
擬
耕
せ
り
。
去
歳
自
り
明
示
を
遵
奉
し
、
ー
閤
庄
公
議
し
て
、
地
を
按
じ
て
差
を
撮
っ
る
こ

た

わ

と
と
す
。
惟
だ
張
準
椋
は
種
地
三
十
畝
有
る
も
、
分
文
も
出
さ
ず
。
今
に
至
る
も
抱
欠
す
る
は
、
掛
公
の
帳
簿
有
り
て
売
と
す
可
し
。
身

た

び

た

び

か

つ

ね

わ

れ
は
本
庄
首
事
に
係
り
、
属
女
伊
れ
に
向
い
て
催
討
す
。
此
に
擦
り
て
結
仇
す
る
に
因
り
、
時
常
に
身
れ
を
持
て
辱
罵
す
。
:
:
:
威
豊
四

(

日

)

年
二
月
三
十
日
。

こ
の
文
面
で
は
、
苑
家
庄
で
は
威
豊
三
年
以
前
に
は
、
厘
股
の
負
捲
を
受
け
た
農
家
が
差
径
を
支
耕
し
て
い
た
が
、

(
庄
全
種

「
閤
庄
公
議
」

「
去
歳
自
り
明
示
を
遵
奉

で
の
取
り
決
め
、
寅
質
的
に
は
首
事
人
等
の
合
議
〉
を
へ
て

「
地
を
按
じ
て
」
差
衝
を
割
り
嘗
て
る
こ
と
と
な
っ
た
。

し
」
と
あ
る
の
で
、
蘇
衛
門
の
指
示
が
あ
っ
た
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
。
土
地
数
に
鷹
じ
た
徴
牧
は
、
耕
作
地
三
十
畝
を
持
つ
中
農
の
張
進
椋
に

と
っ
て
負
携
を
増
大
さ
せ
る
も
の
で
、
彼
は
差
径
鐘
を
支
排
お
う
と
せ
ず
、
首
事
人
と
誇
い
に
な
っ
て
い
る
。

一
方
、
同
じ
向
節
里
の
太
卒
圧
と
一
商
一
王
淘
庄
で
は
、

ず
倶
に
地
畝
を
按
じ
て
公
擬
す
」
る
こ
と
は
、

同
治
三
年
(
一
八
六
四
)
の
訴
肢
の
な
か
で
首
事
人
た
ち
が
、

「
差
務
の
大
小
を
論
ぜ
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「
其
の
来
る
や
己
に
久
し
一
と
い
う
古
く
か
ら
の
習
慣
で
あ
っ
た
と
主
張
し
て
い
る
。

具
菓
。
街
節
里
の
首
事
人
李
分
洋
・
王
園
太
・
安
、
氷
順
・
李
一
踊
来
・
李
扶
・
李
枝
・
方
振
佐
・
李
文
棟
。

E

と

の

し

担

い

わ

と

も

縁
。
身
れ
〔
喬
一
王
淘
庄
〕
は
太
卒
庄
と
一
圏
を
震
し
事
を
榔
ず
る
に
係
る
。
大
小
の
差
務
を
論
ぜ
ず
倶
に
地
散
を
按
じ
て
公
擬
す
。
其

か

:

の
来
た
る
や
巳
に
久
し
。
意
わ
ざ
り
き
、
〔
太
卒
圧
の
〕
李
永
年
・
越
朝
鮮
は
揖
凱
の
心
を
頓
起
し
、
伊
の
圧
並
び
に
杜
立
庄
の
種
地
の

む

り

じ

い

う

ん

え

い

わ

家
の
地
畝
を
勝
て
分
出
し
、
硬
に
自
ら
舎
を
立
て
経
管
せ
ん
と
す
。
公
に
偲
り
て
私
を
済
し
、
身
が
庄
の
居
民
に
差
の
累
を
受
く
る
有
る

わ

か

わ

か

を
顧
み
ざ
る
な
り
。
近
年
以
来
、
身
が
庄
は
粛
僚
に
し
て
伊
の
庄
は
豊
富
な
り
。
身
が
庄
の
地
畝
は
多
く
伊
の
圧
の
承
種
に
出
ず
る
有
る

(

日

)

も
、
何
お
恥
が
圧
の
差
を
擬
つ
る
に
随
う
に
係
る
。
:
同
治
三
年
六
月
。

文
面
で
は
、
本
来
は
太
卒
圧
と
一
商
王
淘
庄
の
二
つ
の
村
正
が
一
つ
の
青
苗
圏
を
組
織
し
て
看
青
の
業
務
を
行
な
っ
て
い
た
が
、
太
卒
庄
の
一
部

の
農
家
と
杜
立
庄
の
農
家
が
新
た
に
青
苗
圏
を
形
成
し
よ
う
と
し
て
訴
訟
と
な
っ
た
次
第
が
述
ベ
ーら
れ
で
い
る
。
訴
朕
の
後
半
で
は
、
大
庄
で

土
地
〈
青
苗
園
地
)
と
人
が
多
い
太
卒
庄
と
、
土
地
と
人
が
一少
な
い
商
王
一淘
庄
で
青
苗
圏
を
分
離
し
た
場
合
、
-
商
王
淘
庄
の
一
畝
嘗
た
り
の
差

-133ー



552 

格
の
負
揚
が
増
大
し
て
遁
重
と
な
り
、
以
前
よ
り
も
不
利
に
な
る
こ
と
を
訴
え
て
い
る
。

「
地
畝
を
按
じ

以
上
の
二
つ
の
事
例
で
は
、
按
地
擬
鏡
が
開
始
さ
れ
た
時
期
に
遠
い
が
あ
る
が
、
い
ず
れ
の
場
合
も
十
九
世
紀
後
半
に
は
、

た
」
差
径
の
徴
牧
が
行
な
わ
れ
て
い
る
黙
で
共
通
し
て
い
る
。
文
書
の
主
張
は
、
提
訴
し
た
者
に
都
合
が
良
い
よ
う
に
展
開
さ
れ
て
い
る
こ
と

を
考
慮
し
て
も
、
按
保
分
涯
か
ら
按
地
擁
鎮
に
襲
化
し
た
こ
と
と
、
按
地
擬
銭
が
奮
来
か
ら
の
習
慣
で
あ
る
こ
と
が
、

い
ず
れ
も
も
っ
と
も
な

理
由
と
し
て
主
張
さ
れ
得
る
も
の
だ
っ
た
こ
と
は
確
認
で
き
よ
う
。

賓
塩
牒
の
差
稽
の
徴
牧
形
態
が
、
十
九
世
紀
の
後
半
に
は
「
地
畝
を
按
じ
た
」
割
り
嘗
て
の
方
向
へ
向
か
う
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
別
の
角

度
か
ら
見
て
み
よ
う
。

(

貯

)

王
一
隅
明
氏
は
賓
垣
燃
の
郷
村
の
歴
史
的
な
襲
濯
を
考
察
し
た
な
か
で
、
郷
村
の
有
力
者
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。
王
氏
は
威
豊
年
間
(
一

八
五
一
J
一
八
六
一
)
を
境
と
し
て
、
郷
保
を
牒
街
門
に
推
奉
し
そ
の
職
責
を
保
謹
し
た
郷
村
の
祉
曾
層
が
、
異
な
る
人
々
へ
と
移
り
愛
わ
っ
た

こ
と
を
述
べ
、
十
九
世
紀
の
半
ば
に
、
郷
村
統
治
の
携
い
手
が
饗
化
す
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

王
氏
が
考
察
し
た
の
は
、

(
保
詮
書
)
と
い
う
文
書
で
あ
る
。

郷

村

の

有

力

者

た

ち

が

郷

保

の

職

責

を

保

誼

し

た

「

保

扶

」

賓

垣

燃

の

郷

村

に
お
い
て
、
郷
保
は
税
糧
の
督
促
、
打
更
(
夜
回
り
〉
や
人
犯
の
移
送
な
ど
治
安
維
持
の
業
務
、
牌
頭
・
甲
長
の
推
奉
と
彼
ら
の
督
率
、
さ
ら

に
差
径
の
徴
牧
な
ど
を
捨
嘗
し
、
郷
村
で
最
も
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
。
郷
保
は
「
家
遁
股
賞
に
し
て
歴
練
老
成
」
な
民
間
人
の
中
か

ら
推
奉
さ
れ
、
麻
街
門
の
承
認
を
受
け
て
そ
の
職
に
つ
い
た
。
鯨
衛
門
に
保
肢
を
提
出
し
て
、
郷
保
の
保
誼
人
(
「
保
人
じ
と
な
っ
た

一方、

者
は
、
も
し
郷
保
に
資
力
が
な
く
納
糧
や
差
径
の
職
責
を
果
た
せ
な
か
っ
た
り
、
郷
保
が
逃
亡
し
た
場
合
、
代
納
す
る
責
任
を
引
き
受
け
ね
ば

(

回

)

な
ら
な
か
っ
た
。

従
っ
て
、
郷
保
が
郷
村
で
選
出
さ
れ
る
過
程
と
、
そ
れ
に
関
わ
っ
た
人
々
を
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
鯨
政
府
が
郷
村
の
い
か
な
る
吐
舎

層
を
媒
介
と
し
て
、
郷
村
統
治
を
掌
握
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
か
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
王
氏
に
よ
れ
ば
、
勝
街
門
か
ら
の
通
達
を

受
け
て
郷
保
を
推
奉
し
、
ま
た
彼
ら
の
職
責
を
保
誼
し
た
郷
村
の
有
力
者
は
、
車
領
・
務
掛
・
書
手
か
ら
威
豊
年
間
以
降
、
可
首
事
人
が
保
誼
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表3: 1保朕」に登場する人々

差益 巻遁8光8 拳這8光9 巻90 巻町 巻92 巻93 巻94
道光 成豊 同治 光 緒 光緒

車領・車範 2 10 8 18 3 l 

務癖 2 6 9 9 1 1 

書手 3 9 6 9 6 19 3 2 

郷保 l 3 2 

民人 1 11 5 19 14 6 6 3 

首事人 l 8 26 14 12 

牌頭・甲長 2 6 

生員生・監武生
文・ 生 1 5 5 6 3 5 

職員その他 1 3 5 2 6 

単位:件

註〉民人，首事人など複数の人数で現れる場合は1件と鍛えた。

表4:1菓吠J1呈朕」の提出者

巻嘉8慶7 巻這8光8 巻道8光9 巻這9光0 巻成9豊1 巻同9治2 巻光9緒3 巻光緒94 

車領・車範 4 2 6 4 8 1 

帯騨 l 1 l 1 

書手 7 10 13 9 8 6 1 1 

郷保 7 11 17 7 12 11 14 8 

民人 7 2 5 2 5 5 3 7 

首事人 l 1 5 11 11 

牌頭・甲長 1 1 2 

生員生・監武生
文・生 3 2 3 6 

職員その他 1 1 1 1 5 3 

単位:件

註〉民人，首事人など複数の人数で現れる場合は1件と敷えた。
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〈

印

〉

す
る
よ
う
に
な
っ
た
」
と
い
う
。

表
3
は
、
筆
者
が
保
肢
に
名
前
を
連
ね
た
人
々
を
検
索
し
て
統
計
を
取
っ
た
も
の
で
あ
り
、

表
4
は
、
郷
保
の
選
出
に
関
連
し
て
郷
村
か
ら

勝
政
府
に
宛
て
た
報
告
文
書
(
「
菓
」
・
「
呈
」
)
の
提
出
者
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
表
3
と
表
4
に
示
し
た
『
順
天
府
楼
案
』
の
巻
八
七
J

巻
九
四
は

「
順
天
府
賓
垣
鯨
枯
一
寸
の
、
所
属
の
郷
保

・
首
事

・
書
手
等
の
人
の
選
奉
と
徹
換
を
掛
理
す
る
問
題
に
闘
す
る
文
件
」
の
部
分
で
あ

る。
表
3
、
表
4
を
見
る
と
、

郷
保
の
推
奉
や
保
誼
に
開
興
し
た
次
の
三
つ
の
枇
舎
層
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。
第
一
に
車
輔
と
馬
匹
の
差

稽
を
扱
う
車
領
・
車
簸
と
帯
耕
、
税
糧
徴
牧
を
始
め
と
す
る
里
内
の
諸
業
務
の
抄
録
事
務
を
揚
っ
た
書
手
、
各
保
の
村
庄
で
治
安
業
務
を
扱
う

(

印

〉

牌
頭
・
甲
長
な
ど
で
あ
る
。
第
二
は
「
民
人
」
(
有
力
農
民
)
、
村
正
や
青
苗
舎
の
世
話
役
で
あ
る
首
事
人
な
ど
、
郷
村
の
自
生
的
な
指
導
屠
で

あ
る
。
第
三
は
、

生
員

・
監
生
・
貫
生

・
文
童

・
文
奉
な
ど
の
科
奉
の
資
格
取
得
者
、
或
い
は
菓
生
な
ど
の
事
生
、
職
員

・
侯
選
訓
導
な
ど
の
、

下
級
官
員
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
な
か
で
、
車
領
・
車
線
制
と
都
掛
は
、
威
豊
年
間
以
降
、
表
か
ら
委
を
消
し
て
い
く
。
一
方
、
首
事
人
が
多
数
登
場
す
る
の
は
、
威

豊
・
同
治
年
間
以
降
で
あ
る
。
表
3
、
表
4
か
ら
、
王
氏
の
主
張
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
の
襲
化
は
車
領
・
帯
掛
・
書
手
と
首
事

む
し
ろ
、
里

・
保
内
の
職
役
に
充
賞
す
る
者
か
ら
、
郷
村
の
自
生
的
な
世
話
役
・
指
導
層
へ
の
比
重
の
推

ー136ー

人
と
の
聞
の
閥
係
と
い
う
よ
り
も

移
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

即
ち
、
嘉
慶
・
道
光
年
聞
に
は
主
に
、
車
領
・
草
簸
と
帯
緋
に
充
嘗
し
た
人
々
を
介
し
て
、
郷
保
に
課
せ
ら
れ
た
諸
業
務
や
差
径
の
徴
牧
を

鯨
政
府
は
掌
握
し
て
い
た
が
、
威
豊
・
同
治
年
間
以
降
、
そ
の
役
割
は
首
事
人
が
引
き
受
け
る
よ
う
に
な
っ
た
(
首
事
人
と
民
人
を
介
し
て
郷
村

を
掌
握
す
る
よ
う
に
な
っ
た
〉
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
こ
う
し
た
動
向
か
ら
、
牽
領
・
車
鎮
と
暫
掛
を
中
心
と
し
て
差
衝
を
徴
牧
す
る
形
態
か
ら
、

首
事
人
に
依
接
し
た
徴
牧
形
態
が
主
流
に
な
っ
て
い
っ
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。

以
上
、
郷
村
統
治
に
関
わ
る
祉
舎
屠
の
考
察
か
ら
、
車
輔
と
馬
匹
の
差
揺
を
有
力
戸
が
支
耕
す
る
形
態
に
代
わ
っ
て
、
十
九
世
紀
の
牢
ば
以



降
に
は
、

民草
輔
と
馬
匹
の
差
揺
さ
ら
に
雑
差
を
、

、青
苗
銭
に
含
め
で
徴
牧
す
る
形
態
が
康
ま
っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。

お

わ

り

差
径
は
、
郷
村
外
部
か
ら
際
限
な
く
ま
た
時
を
選
ば
ず
に
科
振
さ
れ
る
負
措
だ
っ
た
。
そ
う
し
た
農
家
や
郷
村
の
外
部
か
ら
降
り
か
か
る
負

携
に
射
し
て
、
郷
村
で
は
車
舎
を
組
織
し
た
り
、
主
円
苗
舎
の
活
動
の
な
か
に
差
稽
銭
を
含
め
て
徴
牧
す
る
な
ど
の
劉
躍
に
よ
っ
て
徴
設
の
匪
力

を
受
け
止
め
て
い
た
。

即
ち
、
道
光
年
間
(
一
八
二
一

J
一
八
五

O
)
ま
で
は
、

て
い
た
。
そ
れ
に
と
も
な
い
、
郷
村
の
里
役
や
下
層
紳
士
、
有
力
農
民
等
を
中
心
と
し
た
車
舎
の
組
織
が
形
成
さ
れ
、
差
径
銭
の
徴
牧
と
工
面

を
行
な
っ
た
と
見
ら
れ
る
。
畝
数
に
麿
じ
た
徴
取
が
贋
く
賓
塩
燃
の
郷
村
で
賓
施
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
同
治
年
間
(
一
八
六
二
J
一
八
七

四
〉
頃
か
ら
で
あ
り
、
こ
の
形
態
で
は
、
差
径
銭
は
青
苗
舎
が
運
替
さ
れ
る
、
過
程
で
牧
穫
期
に
青
苗
銭
に
含
め
て
徴
放
さ
れ
た
。

里
或
い
は
保
か
ら
村
庄
に
割
り
嘗
て
た
差
径
(
股
厘
・
車
股
)
を
有
力
戸
に
負
措
さ
せ

以
上
の
よ
う
に
有
力
戸
に
よ
る
負
携
と
い
う
形
態
か
ら
土
地
数
に
麿
じ
た
負
措
が
主
流
と
な
っ
て
い
っ
た
背
景
に
は
、
華
北
に
お
い
て
嘉
慶

(

臼

)

年
間
(
一
七
九
六
J
一
八
三

O
)
か
ら
願
在
化
す
る
構
造
的
な
差
一
徳
徴
震
の
増
大
が
あ
り
、
賓
垣
腕
肺
の
郷
村
も
そ
う
し
た
趨
勢
の
中
に
あ
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
。
直
隷
省
の
差
篠
は
山
西
省
や
快
西
省
に
比
較
す
れ
ば
相
劃
的
に
軽
か
っ
た
と
さ
れ
る
ーが
、
賓
垣
間
榔
の
郷
村
で
は
急
激
に
増
大
す

る
外
部
か
ら
の
負
鎗
を
「
舎
」
組
織
や
郷
村
の
結
合
、
特
に
車
円
苗
舎
に
よ
る
差
径
徴
牧
と
い
う
内
部
的
な
慮
理
に
よ
っ
て
切
り
抜
け
よ
う
と
し

た
。
按
畝
擁
銭
は
道
光
初
期
の
直
隷
差
径
論
争
で
提
唱
さ
れ
た
改
革
項
目
の
一
つ
だ
っ
た
が
、
直
隷
省
或
い
は
順
天
府
で
正
式
に
導
入
さ
れ
た

形
跡
は
な
く
、
賓
抵
燃
の
事
例
は
、
多
分
に
郷
村
の
自
設
的
な
動
向
か
ら
の
劃
躍
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、
青
苗
舎
が
差
径
徴
放
の
機
能
を
持
つ
よ
う
に
な
る
と
、
次
第
に
そ
の
活
動
は
「
公
務
」
「
掛
公
」
な
ど
の
言
葉
で
表
現
さ
れ
る
よ

(

臼

)

う
に
な
り
、
青
苗
舎
の
世
話
役
や
村
庄
の
首
事
人
は
郷
村
の
有
力
者
と
し
て
際
政
府
の
郷
村
統
治
に
参
興
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
首
事
人
が
、

(

臼

)

郷
保
の
推
奉
に
関
わ
る
槍
案
文
書
に
初
め
て
そ
の
名
前
を
現
わ
す
の
は
威
豊
田
年
の
こ
と
で
、
こ
の
時
期
以
降
、
首
事
人
は
郷
保
の
保
謹
人
と
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し
て
多
数
、
一
文
書
に
登
場
す
る
よ
う
に
な
る
(
第
四
節
〉
。
青
苗
舎
で
は
青
苗
銭
と
と
も
に
、
差
筏
銭
や
村
庄
の
公
共
業
務
を
遂
行
す
る
経
費
が

徴
牧
さ
れ
、
舎
の
経
費
と
し
て
の
金
銭
の
出
納
が
恒
常
化
し
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
青
苗
舎
は
本
来
、
作
物
の
監
視
を
行
な
う
た
め
に
組

差
径
の
徴
牧
園
穫
と
し
て
活
動
す
る
よ
う
に
な
っ
て
以
降
、
車
円
苗
圏
内
の
公
共
業
務

556 

織
さ
れ
た
郷
村
の
圏
瞳
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。

し
か
し
、

-

1

村
道
の
補
修
・
村
廟
の
修
理

・
演
戯
の
招
致
な
ど
の
機
能
と
合
わ
せ
て
、
女
第
に
村
庄
を
範
圏
と
し
た
協
同
圏
瞳
の
姿
を
と
る
よ
う
に
な

っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

二
十
世
紀
の
初
頭
に
日
本
の
諸
機
関
は
華
北
卒
原
の
幾
つ
か
の
村
で
農
村
賞
態
調
査
を
寅
施
し
た
が
、
そ
の
な
か
で
青
苗
舎
は
村
役
場
、
村

公
舎
の
役
割
を
果
た
し
て
い
た
。
『
中
圏
農
村
慣
行
調
査
』
に
基
づ
き
、
一
九
四

0
年
代
の
青
苗
舎
を
考
察
し
た
旗
因
縁
氏
は
、
青
苗
舎
が
看

(

臼

)

青
(
作
物
の
監
視
)
と
擬
款
(
豚
政
府
や
警
察
へ
の
上
納
金
と
カ
役
)
の
徴
牧
と
い
う
二
重
の
性
格
を
備
え
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

に
お
け
る
差
揺
の
徴
牧
園
瞳
と
い
う
歴
史
的
な
前
身
は
、
二
十
世
紀
の
青
苗
舎
に
受
け
継
が
れ
て
い
っ
た
。

清
代

差
径
と
い
う
郷
村
外
部
か
ら
の
匪
力
は
、
郷
村
の
内
部
に
そ
れ
を
受
け
止
め
る
「
曾
」
組
織
な
ど
の
協
同
の
装
置
を
促
し
、

委
を
饗
容
さ
せ
て
い
っ
た
と
言
え
よ
う
。

さ
ら
に
郷
村
の
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註(
1〉

『
清
園
行
政
法
』
第
三
巻
第
一
編
第
八
章
第
三
節
郵
窮
三
三
八

J
三
四
一
頁
。
片
岡
一
忠
「
清
代
後
期
侠
西
省
の
差
値
情
に
つ
い
て
」

『
東
洋
史
研
究
』
第
四
四
巻
第
三
貌
一
九
八
五
年
。

(
2
〉
岩
井
茂
樹
「
中
園
専
制
園
家
と
財
政
」
『
中
世
史
講
座
』
第
六
巻

皐
生
社
一
九
九
二
年
。
ま
た
華
北
の
差
値
閣
に
関
す
る
先
駆
的
な
業
績

と
し
て
は
、
藤
岡
次
郎
氏
の
一
連
の
論
考
が
あ
る
。
藤
岡
次
郎
「
清
朝

に
お
け
る
箔
役
に
関
す
る
一
考
察
|
|
清
朝
地
方
行
政
研
究
の
た
め
の

ノ
オ
ト
E
|
|
」
『
北
海
道
血
午
前
製
大
皐
紀
要
』
ハ
第
一
部
B
〉
第
一
一
一
一

巻
第
一
説
一
九
六
二
年
、
同
前
「
清
代
直
隷
省
に
お
け
る
待
役
に
つ

い
て
|
|
清
朝
地
方
行
政
研
究
の
た
め
の
ノ
オ
ト
W
|
|
」
『
北
海
道

皐
萎
大
皐
紀
要
』
(
第
一
部
B
〉
第
一
四
巻
第
一
説
一
九
六
三
年
、
同

前
「
清
代
の
循
役
」
『
歴
史
数
育
』
第
一
一
一
巻
第
九
貌
一
九
六
四
年
。

(
3
〉
二
十
世
紀
初
頭
に
東
亜
研
究
所
、
満
織
な
ど
日
本
の
諸
機
関
が
華
北

の
各
地
に
お
い
て
行
な
っ
た
農
村
賞
態
調
査
で
は
「
曾
」
「
社
」
と
呼

ば
れ
る
農
村
組
織
、
結
合
が
村
の
内
外
に
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
報
告

し
て
い
る
。
こ
う
し
た
農
村
組
織
や
結
合
は
、
農
業
生
産
、
農
民
の
娘



端
末
・
金
融
・
信
仰
な
ど
農
民
の
日
常
生
活
に
不
可
歓
な
組
織
と
し
て
、

華
中
・
華
南
ほ
ど
の
結
集
力
を
持
た
な
い
小
規
模
な
宗
族
と
と
も
に
華

北
の
郷
村
泣
舎
を
形
成
し
て
い
た
(
中
園
農
村
慣
仔
調
査
刊
行
舎
『
中

園
農
村
刊
行
調
査
』
岩
波
書
庖
一
九
五
三
年
J
一
九
五
七
年
、
第
一

巻
・
一
七
五
J
一
七
六
頁
、
第
四
巻
・
四
五
O

J
四
五
一
頁
な
ど
。

司『曲
M
O
ロ
』
広
ロ
ロ

2
p
の
と
H
R
3
・
句
。
居
可

-aga出

H
b
m
匂
E
R
H
M
N
S
B
R
H
N

弓
宅
急
円
U
F
S
F
S
S
i』
E
N・
ω
gロ
『
。
止
の
曲
目
広

-Hω
広
口
町

O
L
d回
一
-

〈

mgxu、
司
『
命
的

P
E
g
-
。
宮
司
・
問
。
拙
稿
「
清
代
の
華
北
農
村
に
お

け
る
青
苗
舎
に
つ
い
て
|
|
嘉
慶
年
間
以
降
の
順
天
府
賓
垣
豚
の
事
例

よ
り
1
1
4
」
『
史
林
』
第
七
八
巻
第
一
説
一
九
九
五
年
、
拙
稿
「
十

九
世
紀
の
順
天
府
賓
垣
蘇
に
お
け
る
『
村
圧
』
と
『
村
庄
連
合
』

1

1

清
代
華
北
に
お
け
る
農
村
組
織
の
一
考
卒

l
」
『
愛
知
大
皐
園
際
問

題
研
究
所
紀
要
』
第
一

O
七
銃
一
九
九
七
年
、
細
稿
「
華
北
農
村
に

お
け
る
社
曾
第
化
と
同
族
結
合
|
|
山
東
省
後
夏
祭
村
の
事
例
!
ー
」

『
ア
ジ
ア
経
済
』
第
四

O
巻
第
三
貌
一
九
九
九
年
〉
。

(

4

)

山
本
進
「
清
末
山
西
の
差
値
情
改
革
」
『
東
洋
史
研
究
報
告
』
(
名
古

屋
大
風
午
〉
第
一
九
銃
一
九
九
五
年
、
同
前
「
清
代
後
期
直
隷
・
山
東

に
お
け
る
差
箔
と
随
規
」
『
史
林
』
第
七
九
各
第
三
挽
一
九
九
六

年
、
同
前
「
清
代
河
南
の
差
値
慣
と
嘗
官
」
『
祉
曾
経
済
史
皐
』
第
六
四

巻
第
二
披
一
九
九
八
年
。

(
5
〉

註
(
2
〉
岩
井
論
文
、
ま
た
岩
井
茂
樹
「
徳
役
と
財
政
の
あ
い
だ
|
|

中
園
税
・
役
制
度
の
歴
史
的
理
解
に
む
け
て
|
|
」
付
同
伺
伺
『
経
済

経
倍
論
叢
』
(
京
都
産
業
大
曲
学
)
第
二
八
巻
第
四
鋭
・
第
二
九
各
第

一

挽
・
第
二
鋭
・
第
一
一
一
挽
一
九
九
四
年
。

〈

6
)

中
島
繁
一
章
「
明
末
徽
州
の
里
甲
制
関
係
文
書
」
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『
東
洋
皐
報
』
第
八

O
巻
第
二
挽
一
九
九
八
年
で
は
、
里
に
科
さ
れ
た
税
役
負
纏
に
制
割
腹

す
る
た
め
、
里
長
戸
が
合
同
を
交
わ
し
た
り
、
濁
自
の
財
源
を
設
け
た

り
し
た
事
例
を
紹
介
し
て
い
る
。

〈

7
〉

註
(
2
〉
藤
岡
論
文
「
清
代
直
毅
省
に
お
け
る
循
役
に
つ
い
て
」
。

(
8
〉
拙
稿
「
中
圏
第
一
歴
史
楢
案
館
所
蔵
の
『
順
天
府
檎
案
』
に
つ
い

て
」
『
史
林
』
第
八
一
巻
第
一
説
一
九
九
八
年
参
照
。

(

9

)

例
え
ば
、
次
の
事
例
は
甲
長
が
戸
口
の
編
査
を
理
由
に
銭
文
を
着
服

し
よ
う
と
し
た
事
件
で
あ
る
。

信
肺
俸
案
訊
明
究
燐
事
。
接
輿
保
里
自
家
庄
民
人
王
金
聾
等
公
葉
、

本
圧
甲
長
越
鳳
九
素
行
不
端
、
指
編
査
戸
口
詐
索
銭
文
肥
己
。
・
:

嘉
慶
十
九
年
間
二
月
初
六
日
。
『
順
天
府
楢
案
』
巻
一
五
三
。

ま
た
、
次
の
事
例
は
差
衝
の
徴
枚
に
山
富
た
り
郷
保
が
逃
亡
し
た
も
の

で
あ
る
。具

菓
。
徳
義
里
書
手
王
室
田
技
。

震
菓
明
事
。
切
。
身
塁
郷
保
劉
首
円
臣
、
遇
差
潜
逃
、
蒙
恩
議
筋
身

里
首
事
人
等
選
翠
安
人
接
充
郷
保
。
奈
首
事
人
閤
文
印
・
高
文

琢
・
張
自
立
・
侯
君
仲
・
王
彩
珍
等
、
至
今
並
不
還
翠
。
:
:

同
治
六
年
八
月
。
『
順
天
府
楢
案
』
巻
九
一
一
。

(
叩
〉
光
緒
十
二
年
刊
本
『
順
天
府
士
山
』
巻
五
一
・
食
貨
志
三
。

(
江
)
「
前
州
徳
目
凡
ニ
十
て
て
大
差
卒
地
修
橋
謙
之
」
「
て
陵
差

之
車
民
戸
、
分
四
十
股
、
援
十
之
七
」
「
て
東
陵
差
、
及
官
兵
過

境
、
騨
馬
不
敷
、
則
以
差
銭
買
支
約
馬
二
十
至
四
十
不
等
」
「
一
、
西

陵
差
」
「
て
騨
馬
穀
草
」
「
て
督
拳
使
過
境
、
分
二
十
八
保
、
立

車
戸
態
之
」
「
て
歳
供
西
陵
・
兵
部

・
内
務
府
監
」
「
て

歳
供
東

陵
祭
記
」
「
て
官
兵
勧
業
等
項
、
其
草
設
直
雇
謄
」
「
て
東
陵
祭
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記
」
「
一
、
十
二
阿
寄
園
疲
祭
柁
柴
炭
」
「
一
、
東
陵
祭
紀
有
水
車

戸
」
「
一
、
工
部
取
硝
」
「
一
、
裁
解
道
書
飯
食
銀
三
十
六
雨
」
「
一
、

府
繕
書
募
充
給
照
」
「
て
太
常
寺
行
取
都
城
陸
廟
戸
五
名
」
「
一
、

初
州
自
澗
香
華
庵
地
近
行
宮
」
「
て
刻
州
繕
番
兵
騨
房
十
九
、
兵
清

房
二
十
ご
「
て

馬
蘭
鎖
右
借
守
備
分
訊
赤
霞
俗
火
夫
三
十
」
「
て

景
陵
樹
戸
四
十
八
」
「

一
、
州
境
鋪
司
六
十
名
」
(
光
絡
十
二
年
刊
本

『
順
天
府
士
山
』
巻
五
一
・
食
貨
志
三
〉
。

(
ロ
〉
藤
岡
氏
は
、
「
大
差
」
を
中
央
政
府
の
官
員
の
往
来
に
関
連
し
た
経

費
の
負
鎗
、
「
春
秋
雨
差
」
を
皇
帝
の
取
り
行
な
う
行
事
に
関
わ
っ
て

枚
取
さ
れ
る
経
費
、
「
雑
差
」
を
地
方
街
門
の
公
的
業
務
の
経
費
を
補

う
徴
牧
と
み
な
し
て
い
る
(
註
(

2

)

藤
岡
論
文

「
清
代
直
隷
省
に
お
け

る
箔
役
に
つ
い
て
」
)
。
ま
た
片
岡
氏
に
よ
れ
ば
、
祭
陵
の
欽
使
に
制
到
す

る
並
稽
の
提
供
を
「
陵
差
」
と
稽
し
た
(
註
〈
1
)
片
岡
論
文
「
清
代
後

期
険
商
省
の
差
値
慣
に
つ
い
て
」
)
。

(
日
〉
張
木
山
「
論
差
箔
書
」
で
は
直
殺
の
地
方
街
門
の
差
値
帽
に
つ
い
て
次
の

よ
う
に
述
べ
る
。
「
至
於
雑
差
累
民
尤
甚
。
如
米
車
、
如
煤
車
、
如
酒

車
、
如
委
員
過
境
車
、
如
料
、
如
港
、
如
炭
、
如
天
棚
、
如
挑
夫
、
如

柵
欄
、
如
井
菱
、
如
井
欄
、
如
薬
刺
、
如
努
柴
、
如
枝
子
、
如
杭
稽
等

項
、
種
々
名
目
離
奇
古
怪
、
悉
難
枚
翠
。
俗
云
、
街
門
一
黙
朱
、
民
閲

一
片
血
、
不
謹
也
」
(
『
皇
朝
経
世
文
編
』

巻
一
一
一
一
一
一
戸
政
・
賦
役
五
)
。

(

M

)

乾
隆
十
年
刊
『
資
塩
豚
士
官
各
六
・

郷
闘
で
は
、
郷
村
の
行
政
区
劃

を
四
郷
|
|
ニ

O
皇
1
1
1
四
五
保
|
|
九
一

O
妊
(
庄
〉
と
記
し
て
い

る。海
潰
郷
|
|
慈
恩
里
(
三
保
)
・
孝
行
里
(
二
保
)
・
輿
保
里
(
五
保
)
・

居
仁
皇
(
四
保
)
・
承
化
里
(
三
保
)
。

庚
川
郷
|
|
和
楽
呈
(
二
保
)
・
好
雄
里
(
二
保
)
・
筒
節
里
(
二
保
)
・

後
宇
海
里
(
一
保
)
・
嘉
善
皇
(
一保)。

望
都
郷
|
|
安
成
里
(
一
保
)
・
務
本
里
(
一
保
〉
・
康
孝
里
(
二
保
)
・

進
賢
星
(
一
保
)
・
新
得
皇
(
三
保
〉
。

渠
陽
郷
|
|
善
教
皇
(
四
保
)
・
厚
俗
里
(
三
保
)
・
新
安
里
(
一
保
〉
・

崇
智
塁
〈
二
保
〉
・
徳
義
里
(
二
保
〉
。

(
日
)
『
順
天
府
機
案
』
倉
一
二
三
「
震
菓
明
波
差
、
不
公
叩
恩
術
念
里

窄
民
窮
、
恩
准
減
緋
馬
差
事
」
。

(
日
山
〉
信
用
菓
明
波
差
不
公
叩
恩
術
念
、
里
窄
民
窮
、
恩
准
減
緋
馬
差

事。縁
。
陳
啓
昆
所
管
車
鏡
、
有
山
宗
智
里
新
集
銀
車
簸
ニ
隻
。
係
属
大

保
二
十
徐
村
、
及
身
等
小
保
車
銭
等
慮
。
禍
因
身
邦
情
曲
折
閤
静
遠
、

同
身
郷
保
張
明
遠
、
於
上
月
進
城
緋
理
夫
差
。
誼
陳
啓
毘
終
身
等

喚
至
伊
科
中
、
向
身
等
云
稽
、
硬
欲
指
差
詐
索
銀
三
寸
雨
、
交
伊

即
可
菟
緋
馬
卦
一
Z

等
語
。
身
等
因
里
小
寒
苦
、
本
未
態
允
不
料
。
因

未
遂
其
願
、
而
陳
啓
昆
今
果
源
馬
差
陵
混
濫
波
。
身
里
小
保
馬
差

二
匹
随
樽
工
料
六
十
徐
目
、
現
蒙
票
筋
備
緋
、
有
馬
債
工
料
、

須
用
銀
百
十
鈴
雨
、
但
身
査
伊
之
所
管
崇
智
等
皇
、
大
保
均
無
事

馬
差
務
。
額
係
伊
侍
侍
兵
書
、
競
小
民
篤
魚
肉
、
精
不
途
意
、
即

以
大
差
混
口
、
身
等
賞
難
緋
理
、
震
此
選
票
呈
明

0

・
:
:
道

光
九
年
八
月
。
『
順
天
府
槍
案
』
倉
一
二
三
。

(
口
)
註
(
U
〉
参
照
。

〈
刊
日
〉
『
順
天
府
楢
案
』
品
位
九
六
「
呈
迭
賓
塩
豚
詳
稿
」
。
紋
字
が
あ
る
た

め
原
文
を
掲
げ
て
お
く
。

・
:
・
該
耐
脈
融
附
差
奮
輩
、
向
係
按
保
分
源
。
輿
保
里
一
保
、
連
窪
庄
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共
有
口
口
口
庄
、
計
一
百
一
十
五
厘
股
分
。
仰
按
村
庄
大
小
。
分

認
波
描
加
、
毎
村
自
数
厘
至
十
数
厘
。
口
口
口
口
家
庄
係
四
厘
股

分
。
毎
保
選
充
車
領
一
一
一
人
、
経
理
分
波
差
股
。
各
村
叉
有
帯

妹
、
在
於
里
下
欽
勝
差
銭
。
或
交
郷
保
、
或
交
原
催
差
役
、
経
枚

備
緋
態
差

0

・
:
:
・
道
光
十
九
年
七
月
三
十
日
。

(
四
)
『
順
天
府
楢
案
』
巻
二
四
八
-
「
潟
蛾
菓
事
」
。
一幽

(
却
〉
「
股
」
と
は
本
来
、
共
同
出
資
の
分
携
を
指
し
て
い
る
。
『
順
天
府

檎
案
』
の
他
の
事
例
で
は
、
各
入
の
持
ち
分
或
い
は
割
り
蛍
て
の
こ
と

を
「
股
」
「
股
分
」
と
表
現
し
て
い
る
。
例
え
ば
、

其
呈
。
民
人
呂
守
才
、
年
四
十
七
才
、
住
厚
俗
里
小
北
肇
庄
。

震
情
急
戚
菓
事
。
切
。
身
庄
後
沓
有
流
水
溝
一
個
、
閤
庄
人
等
均

在
此
慮
捕
魚
。
毎
家
出
人
一一
名
、
所
得
魚
帥
、
按
各
家
分
努
。
不

料
昨
於
〔
同
治
十
年
八
月
〕
十
八
日
、
有
在
股
捕
魚
王
貴
之
親
誼

徐
徳
向
家
熊
着
、
並
不
向
身
在
股
人
等
通
知
。
伊
私
自
硬
終
身
等

一
夜
之
関
、
所
得
魚
釣
、
全
行
傘
去
。
:
:
:
同
治
十
年
八
月
十

九
日
。
『
順
天
府
楢
案
』
巻
一
千
五
七
。

具
呈
。
民
人
孟
従
奏
、
住
輿
保
里
小
塔
治
庄
。

切
。
身
庄
凡
遇
水
患
之
年
、
閤
圧
人
等
赴
窪
地
置
魚
、
公
分
銭

文
。
今
歳
有
身
庄
孟
街
言
及

j

去
大
入
者
態
分
一
股
、
去
該
童
者

態
分
半
股
、
公
議
身
家
経
管
此
事

0

・
:
:
・
這
光
二
十
九
年
正

月
。
『
順
天
府
檎
案
』
巻
二

O
五
o
-

こ
れ
ら
の
事
例
で
は
村
庄
内
で
の
村
人
と
し
て
の
得
魚
の
権
利
や
割
り

嘗
て
を
「
股
」

、「
一
股
」
と
表
現
し
て
い
る
。
車
股
、
股
分
と
は
、
差

値
惜
の
割
り
嘗
て
(
負
携
分
)
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。

(
匁
)
王
一
踊
明
「
郷
奥
村
的
一位
禽
結
合
」
J

従
翰
呑
編
『
近
代
翼
魯
務
郷
村
』

中
園
祉
倉
科
墨
出
版
社

-
一
九
九
五
年
三
七
頁
。
ま
た
他
に
、

具
朕
。
筒
節
里
草
領
部
純
修
・
楊
漢
、
都
市
緋
郎
、
氷
寛
・
湯
永
安
・

劉
大
如
・
部
文
洋
・
田
自
盈
・
劉
占
魁
・
周
振
邦
。
住
部
家
鋪
等

庄。切
。
身
等
本
里
郷
保
町
即
時
輔
、
因
懐
知
蒙
恩
賂
伊
獅
貌
。
身
等
何
敢

胃
潰
。
情
。
身
里
夫
差
・
車
差
係
分
股
裡
・
股
外
奉
務
、
股
外
差

務
、
熔
郷
保
承
続
。
:
:
:
道
光
二
十
四
年
六
月
。
『
順
天
府
槍

案
』
巻
九

O
。

(
辺
〉
例
え
ば
、
輔
衆
成
額
(
岸
本
美
緒
誇
)
「
明
末
清
初
庶
民
地
主
の
一
考

察

l
l朱
皐
源
戸
を
中
心
に
」
『
東
洋
皐
報
』
第
七
八
巻
第
一
一
統
一

九
九
六
年

一で
は
、
特
定
の
納
税
戸
の
名
義
が
貫
は
複
数
の
糧
戸
を
含

ん
で
い

・た
こ
と
を
明
ら
か
に
じ
て
い
る
。

(
m
A

〉
「
其
保
獄
。
厚
俗
里
書
手
李
和
桂
、
車
領
趨
名
山
、
帯
端
樹
液
輝
山
・

王
徳
遠
・
王
緒
・
宮
崎
輿
基
・
方
玉
生
・
閤
洪
如
、
民
人
孫
盛
清
・
呂
甫

用
・
主
一
滴
和
・
李
一
渦
堂
・
楊
去
山
・
劉
賓
山
・
宮
崎
大
力
・
楊
殿
林
」
と

い
う
「
保
吠
」
の
書
き
出
し
で
は
、
割
前
併
は
六
名
で
あ
る
。
ま
た
註

(
紅
)
参
照
。

(
川
品
〉
『
順
天
府
楢
案
』
巻
八
九
「
魚
選
停
菓
明
下
情
、
叩
思
術
准
差
俸

各
庄
牌
甲
、
股
裡
割
問
地
問
公
奉
郷
保
事
」
e

(
お
)
・
次
の
事
例
で
は
、
車
馬
の
大
差
は
車
領
と
帯
地
耐
の
捲
蛍
で
あ
り
、
傷

，害
事
件
の
犯
人
の
捜
索
と
護
迭
は
牌
頭
と
甲
長
の
職
責
と
し
て
い
る
。

具
葉
。
新
得
里
郡
市
緋
車
領
劉
富
、
草
銭
散
股
劉
向
。

震
叩
懇
仁
慈
術
墜
下
情
施
思
摘
律
事
。
切
。
因
本
庄
王
八

等
、
勝
馬
家
庄
董
白
夜
、
殴
傷
兵
控
在
案
。
王
八
潜
逃
、
蒙
恩

堂
訊
、
勧
査
協
同
郷
保
主
連
登
、
併
牌
甲
人
等
訪
絹
王
一八
迭
案
訊
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究
。
但
身
劉
富
素
在
本
里
車
領
、
杜
桂
枝
銭
下
認
充
帯
緋
寧
領
解

査
。
因
此
案
俣
以
身
魚
本
庄
牌
頭
、
身
劉
同
亦
車
銭
内
出
散
股
帯

査
、
反
以
身
魚
甲
長
、
係
一
該
郷
保
不
査
底
裡
。
:
:
:
況
身
劉
富
寅

非
牌
頭
、
身
劉
同
亦
非
甲
長
。
誠
恐
倹
後
再
遇
牌
甲
専
緋
差
務
、

復
妄
牽
社
、
身
等
受
累
、
惟
懇
思
天
批
断
備
案
、
身
等
以
便
随

車
領
事
緋
車
馬
大
差
無
誤
。
信
用
此
菓
懇
。
:
:
:
道
光
三
年
十
一

月
。
『
順
天
府
楢
案
』
巻
一
一
一
一
。

(

m

m

)

蒲
地
典
子
「
清
季
華
北
の
『
郷
保
』
の
任
菟
|
|
中
圏
第
一
楢
案
館

蔵
『
順
天
府
全
宗
』
賓
塩
豚
楢
案
史
料
の
紹
介
を
兼
ね
て
|
|
」
『
近

代
中
園
研
究
集
報
』
第
一
七
駿
一
九
九
五
年
、
同
「
清
末
華
北
に
お

け
る
郷
保
の
敵
詐
・
勤
索
」
『
近
代
中
園
研
究
集
報
』
第
一
九
銃
一

九
九
七
年
参
照
。

(
幻
〉
『
順
天
府
楢
案
』
巻
八
九
「
具
保
吠
輿
保
里
車
領
子
大
湖
、
都
緋
張

輿
思
・
子
大
保
、
書
手
劉
歩
雲
。
今
於
輿
保
獄
事
」
。

(
お
)
『
順
天
府
楢
案
』
巻
一
五
四
「
篤
菓
明
下
情
、
懇
恩
差
俸
具
保
、
以

菟
懐
差
事
」
。

(

m

m

)

同
様
に
郷
保
の
選
出
に
関
す
る
文
書
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

具
菓
。
新
安
里
書
手
自
林
。

震
具
明
選
奉
郷
保
事
。
切
身
呈
郷
保
王
起
先
潜
逃
、
現
蒙
票
筋
、

身
曾
向
車
領
人
等
、
選
奉
安
人
験
充
等
因
。
:
:
:
道
光
十
年
間

四
月
。
『
順
天
府
檎
案
』
巻
八
八
。

具
保
獄
。
好
櫨
亘
書
手
王
成
謀
、
車
領
陳
乗
文
、
民
人
李
宗
遠
・

許
貫
一
・
李
瑞
生
・
張
庚
安
・
趨
室
・
張
玉
山
・
趨
盛
公
・
社
瑞

符
・
楊
美
中
・
杜
景
太
。

今
於
輿
保
朕
事
。
:
:
:
身
等
選
議
、
曾
岡
本
塁
士
民
人
等
、
公
議

得
廉
林
木
庄
民
人
孫
玉
亭
、
家
道
段
賞
、
信
用
人
老
成
。
:
:
:

光
九
年
九
月
。
『
順
天
府
楢
案
』
巻
八
八
。

ま
た
註
(
お
〉
蒲
地
論
文
「
清
季
華
北
の
『
郷
保
』
の
任
菟
」
一
一
一

頁
、
参
照
。

(ω
〉
『
順
天
府
指
案
』
巻
八
七
「
篤
陳
明
下
情
年
老
子
病
、
難
以
緋
公
、

懇
恩
電
撃
准
返
事
」
。

(
況
〉
『
順
天
府
指
案
』
巻
一
五
三
「
策
運
批
陳
明
事
」
。

(
位
〉
「
車
頭
郵
昌
太
」
は
次
の
文
面
に
も
現
れ
る
。

信
用
回
明
事
。
切
有
徳
義
里
車
領
:
:
:
、
車
頭
郵
昌
太
・
奮
郷
保
王

太
和
、
格
黛
樹
所
欠
王
君
度
車
銭
、
腸
結
清
楚
、
接
貧
菓
覆
等

因
。
:
:
:
嘉
慶
元
年
九
月
二
十
七
日
。
『
順
天
府
指
案
』
巻
一

五
三
。

(
お
〉
『
順
天
府
楢
案
』
巻
一
五
一
一
一
「
篤
侍
衿
包
携
草
差
、
抵
筈
窮
民
、
硬

行
靴
詐
、
叩
天
恩
准
訊
究
事
」
。

(
川
品
〉
旗
田
鎖
「
腐
の
祭
穫
を
中
心
と
す
る
華
北
村
落
の
曾
1
|
河
北
省
順

義
岡
林
沙
井
村
の
緋
五
禽
|
|
」
小
林
弘
二
編
『
嘗
中
園
農
村
再
考
|
|

努
革
の
起
黙
を
問
う
』
ア
ジ
ア
経
済
研
究
所
研
究
双
書
三
五
二
、
二

八
頁
。
一
九
八
六
年
。
内
山
雅
生
『
中
園
華
北
農
村
経
済
研
究
序
説
』

金
津
大
皐
経
済
皐
部
研
究
叢
書
四
一
九
九

O
年
第
五
章
参
照
。

(
お
〉
「
車
簿
」
は
ま
た
「
草
加
」
と
も
呼
ば
れ
た
。
「
況
査
本
里
各
庄
居

民
、
卸
有
盈
徐
総
戸
、
倶
在
車
加
、
出
股
緋
査
、
碍
難
嬢
股
」
。
『
順

天
府
指
案
』
巻
九
一
。

(
お
)
『
順
天
府
稽
案
』
巻
一
五
三
「
潟
公
叩
仁
慈
術
念
、
郷
愚
細
故
、
業

経
査
明
慮
結
、
恩
准
菟
訊
事
」
。

(
町
山
〉
註
(
担
)
旗
回
論
文
「
廟
の
祭
穫
を
中
心
と
す
る
華
北
村
落
の
曾
」
一 道
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一
七
頁
、
二
エ
ニ
頁
。

(
犯
〉
『
順
天
府
楢
案
』
巻
二
四
八
「
信
用
詐
索
無
休
、
害
衆
肥
己
、
懇

作
主
訊
究
事
」
。

ハ
鈎
)
一
騎
武
直
氏
は
首
事
人
を
曾
首
・
曾
頭
と
同
様
の
「
村
公
曾
の
理
事

者
」
と
し
で
い
る
ハ
『
中
園
農
村
祉
曾
の
構
造
』
一
繭
武
直
著
作
集
第
九

倉
東
大
出
版
曾
一
九
七
六
年
四

O
九
貰
)
。
『
順
天
府
楢
案
』

で
は
、
村
の
公
共
事
業
や
村
廟
の
管
理
を
行
な
う
世
話
役
と
し
て
現
れ

る
。
例
え
ば
、
村
道
の
修
理
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

具
塁
。
民
人
薙
天
群
、
住
嘉
善
里
小
張
各
庄
。

切
。
於
本
月
初
七
日
、
有
身
庄
首
事
人
劉
百
義
等
公
議
修
塾
庄
南

小
道
一
係
、
毎
家
出
夫
一
名
、
赴
庄
南
修
道
。
身
因
赴
地
耕
種
、

令
身
弟
梁
五
見
、
現
年
十
四
鏡
、
赴
圧
南
修
道
。
有
宋
林
見
、
在

身
庄
東
坑
内
打
雀
、
着
身
弟
五
見
奥
伊
技
姦
。
身
弟
言
説
赴
庄
南

修
道
、
無
暇
技
遇
。
宋
林
見
頃
怒
、
終
身
弟
辱
罵
。
身
弟
隠
忍
、

の
去
修
道
。
不
料
宋
林
見
之
父
宋
園
臣
気
怒
。
:
:
:
同
治
六
年

四
月
。
『
順
天
府
指
案
』
巻
二
二
二
。

〈
仙
叫
)
『
順
天
府
楢
案
』
巻
八
九
「
震
菓
明
事
」
。

(
H
U
)

「
経
管
地
畝
」
と
は
、
青
苗
園
地
を
管
理
す
る
と
い
う
意
味
で
、
青

苗
銭
を
集
め
青
苗
曾
を
運
営
す
る
と
い
う
文
阪
で
し
ば
し
ば
使
用
さ
れ

る
。
例
え
ば
、

具
吠
人
周
云
安
。
年
六
十
二
歳
係
瞥
目
、
住
厚
俗
里
劉
寧
人
圧
。

篤
戚
菓
事
。
切
。
身
閤
庄
健
有
看
育
人
杜
成
望
。
言
明
一
季
纏
債

東
銭
十
五
吊
。
身
亦
経
管
青
苗
地
畝
務
事
。
:
:
:
道
光
三
年
七

月
。
『
順
天
府
指
案
』
袋
二

O
七。

屠
之
申
「
敬
簿
直
毅
滅
差
均
徳
疏
」
道
光
二
年
「
至
百
姓
承
務
差

(

位

)

(
『
皇
朝
経
世
文
編
』
袋
三

題、

務
、
歴
係
按
地
一
羽
灘
、
無
如
奉
行
不
善
」

一
二
・
戸
政
八
)
。

(
必
)
註
〈
3
)
拙
稿
「
清
代
の
華
北
農
村
に
お
け
る
青
苗
曾
に
つ
い
て
」
参

照。

(
川
崎
〉
『
順
天
府
指
案
』
各
一
一
一
一
一
一
「
篤
傍
侍
首
事
担
詞
妄
控
、
懇
恩
添

俸
質
訊
、
以
耕
民
俗
事
」
。

(
必
〉
『
順
天
府
檎
案
』
径
一

O
三
「
篤
兇
徒
捜
飢
公
務
、
持
万
尋
昨
、
叩

恩
作
主
訊
究
事
」
。

(
日
明
)
註
(
3
〉
拙
稿
「
清
代
の
華
北
農
村
に
お
け
る
青
苗
舎
に
つ
い
て
」
七

七
頁
参
照
。

(

U

)

般
物
の
場
合
、
通
常
は
糧
三
合

t
一
升
と
さ
れ
る
が
、
主
揺
を
含
め

た
場
合
、
変
子
一
升
四
合
ハ
①
好
檀
里
大
蘭
各
庄
)
、
糧
一
升
J
二
升

(
②
務
本
塁
園
子
正
)
と
な
っ
て
い
る
。

(
必
〉
註
〈
4
〉
山
本
論
文
「
清
代
後
期
直
隷
・
山
東
に
お
け
る
差
値
慣
と
陪

規」。

(
川
目
)
岩
井
茂
樹
「
公
課
負
纏
園
慢
と
し
て
の
塁
甲
と
村
」
『
明
清
時
代
史

の
基
本
問
題
』
中
園
史
皐
の
基
本
問
題
シ
リ
ー
ズ
四
波
古
書
院
一

九
九
七
年
で
は
、
公
課
の
負
捲
組
織
が
順
調
に
運
倍
さ
れ
る
た
め
に

は
「
園
陸
と
し
て
の
求
心
性
と
、
内
部
で
の
負
猪
の
公
卒
性
」
が
保
註

さ
れ
る
必
要
が
あ
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。

(
印
〉
『
順
天
府
指
案
』
巻
九
二
「
震
菓
明
貧
充
郷
保
、
混
行
担
葉
、
懇
恩

査
情
核
奪
、
以
菟
妄
生
枝
節
事
」
。

(
日
)
『
順
天
府
楢
案
』
巻
一

O
O
「
篤
戚
菓
事
L
。

(
臼
〉
『
順
天
府
楢
案
』
巻
一
一
六
「
魚
公
呈
下
情
事
」
。

(
臼
)
『
順
天
府
楢
案
』
各
九
四
「
信
用
接
充
郷
保
、
阻
鏡
不
透
塾
銭
致
受
逼
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累
、
叩
恩
併
案
傍
遁
事
」
。

(
臼
)
註
(

2

)

藤
岡
論
文
「
清
代
直
毅
省
に
お
け
る
筏
役
に
つ
い
て
」
、
註

(

4

)

山
本
論
文
「
清
代
後
期
直
隷
・
山
東
に
お
け
る
差
衝
と
随
規
」
。

(
日
)
『
順
天
府
指
案
』
各
一
一
六
「
篤
挟
嫌
忘
控
、
短
陥
良
民
、
懇
恩
迅

究
、
以
徹
弓
悪
事
」
。

(
民
)
『
順
天
府
指
案
』
巻
一

O
四
「
震
遜
批
再
菓
下
情
事
」
。

(
貯
〉
註
(
匁
)
王
論
文
参
照
。

(
四
叫
)
註
(
m
m
)

蒲
地
論
文
参
照
。

(
印
)
註
(
氾
〉
王
論
文
参
照
。

(
印
)
「
民
人
」
と
は
一
般
農
民
を
指
す
五
、
保
状
や
、
郷
保
の
推
翠
に
関

わ
る
文
書
に
登
場
す
る
民
人
が
、
一
般
農
民
や
貧
窮
農
民
だ
っ
た
と
は

考
え
に
く
い
。
例
え
ば
、
次
の
保
朕
で
は
、
民
人
は
有
力
農
民
だ
っ
た

こ
と
が
わ
か
る
。

具
保
扶
。
嘉
善
皇
口
東
等
庄
民
人
子
光
厚
・
王
鳴
岐

・
張
寺
束
、

書
手
玉
浩
。

今
於
輿
保
吠
事
。
切
。
身
里
郷
保
王
和
、
蒙
恩
示
革
、
荷
蒙
議
筋

身
等
選
奉
安
人
接
充
郷
保
緋
公
。
今
身
等
公
同
選
得
ロ
東
庄
民
人

雀
廉
厚
、
家
道
股
賞
、
老
誠
練
達
、
堪
充
本
里
郷
保
緋
公
、
不
致

有
懐
。
身
等
情
願
出
具
公
保
。
所
具
保
朕
是
賞
。
嘉
慶
十
四
年

六
月
。
『
順
天
府
槍
案
』
巻
八
七
。

こ
の
文
面
で
新
た
な
郷
保
と
し
て
登
場
ず
る
「
民
人
僅
庚
厚
」
は
、

「
家
道
段
貧
に
し
て
老
誠
練
達
」
と
あ
り
、
ま
た
保
詮
人
と
し
て
名
前

を
連
ね
る
「
民
人
子
光
厚
・
王
鳴
岐
・
張
寺
来
」
の
一
一
一
人
も
、
車
領
・

都
緋
に
相
感
す
る
里
内
の
指
導
層
か
、
ロ
東
圧
な
ど
の
村
の
貧
質
的
な

世
話
役
だ
勺
立
と
考
え
ら
れ
る
。

(
侃
)
註
(

2

)

岩
井
論
文
「
中
園
専
制
園
家
と
財
政
」
四
・
正
額
外
財
政
の

援
大
。

(
臼
)
具
状
。
職
員
朱
自
信
、
年
五
十
三
歳
、
住
輿
保
里
八
門
城
。

切
。
因
今
歳
大
秋
青
苗
地
畝
、
職
岡
本
庄
緋
公
事
人
周
品
目
三
・
劉

美
中
・
李
光
園
・
孫
津
安
等
公
議
、
職
庄
馬
天
草
・
馬
俊
如
・
劉

高
梁
等
九
人
、
着
背
業
己
議
定
、
立
有
合
同
撹
看
青
苗
字
録
。
:

道
光
七
年
七
月
。
『
順
天
府
捲
案
』
冬
一
一
一
五
。

具
呈
。
民
人
格
覚
、
年
六
十
四
歳
、
住
山
間
節
星
猪
圧
。

切
。
身
係
本
庄
首
事
緋
理
公
務
。
昨
経
楕
傾
・
楕
高
和
・
呉
欝

櫓
・
県
四
・
奥
乗
衡
・
猪
首
問
鳳
・
主
老
、
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clong province in January of the 25 th year of Qian-long 乾隆.　Among the

records documenting the accommodation and repatriation system in the

Qing dynasty, the ones concerning the “Sanyou Iriomote” Sen are the

most detailed｡

　　

This essay investigates the repatriation and consolation system of

Ryukyu refugee under the Qing　dynasty　by　referring to the “Sanyou

Iriomote Ｓｅｎ”shipwreck and other cases of consoling drifting ships in the

same period. It particularly ｅχamines the content of this system and the

related administrative documentation and distribution processes during the

Qian-long Era.

　

THE CHAIYAO 差楊ＡＮＤQING-MIAO HUI 青苗會IN

THE NORTHERN CHINA DURING THE QING: A CASE

OF SHUN-TIAN ＦＵ順天府,BAO-DI XIAN mS.m SINCE

　　　　　　　　

THE YEARS OF JIAQING 嘉慶

　　　　　　　　　　　　　　　　　

Oda Noriko

　　

It was the common practice that local governments collected tａχes

from the peasants in rural society under the name　of the duty of long

distance relay in case　ofbudget shortage in the northern China.　The

expenses, levied from rural society due to budget shortage were called

chaiyao.

　

Chaiyao

　

was an important source for local budget which was

unfleχible,but from the peasant's standpoint, it was ａ serious pressure on

them as it was levied irregularly as the local government's pleases.

　　

To cope with the heavy payment of chaiyao, the peasants joined the

rural organizations like che hui 車會and qing-miao hui. Before the years

of Jiaqing and Daoguang道光, leading members in the village paid theｅχ.

penses assigned by local governments.　Under this way of levying chaiyao,

they formed che hui in order to collectthe chaiyao money. In the years of

Ｔｏｎｚhi同治,the way of levying chaiyao on ａland basis became common

in rural society･The chaiyao °oney was collectedas part of the qing-miao

money･ and became p゛t of the activitiesof qing-miao hui. The increase

of chaiyao which had been startedclearly from the Jiaqing years brought
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this change of the levying way.　The peasants got over the rapidly

increasing ｅχpenses by participatingin rural organizations,particularly

qing-miao ｈｕl｡

　　

Qing-miao hui was an organization guarding harvest originally. But

we can conjecture that it was gradually transformed into ａ cooperate

association providing public services such as repairing village roads and

temples in rural society while it was going to perform the task of levying

chaiyao. In fact,thisｅχpanding function can also be found in the qing･

miao hui of the 20 th century.　Based on rural surveys in　the 20 th

century, qing-miao hui not only guarded harvest but also filledthe budget

shortage and labor of local governments.

THE RURAL SYSTEM AND RURAL CLERKS IN THE QING
PERIOD―A STUDY OF LOCAL DOCUMENTS ABOUT THE

　　

DONGTING SHAN 洞庭山DISTRICT,SUZHOU蘇州－

　　　　　　　　　　　　　　　　

Yamamoto Eishi

　　

This paper discusses how the rural clerks functioned and maintained

the social system in the Dongting Shan district of Suzhou by referring to

the three local documents,Ｄｏｎｅtｉｎｇ ＳｈａｎＪｉｎｅｅＸｉａｎｚｏｎｅ:Ａ７１洞庭山禁革

現總案，Taihｕ Ｒｅｉｆｅａｏ太湖備考, andＴａｉｈｕtｉｎｅ Ｄａｎｅ-ａｎ太湖廳槽案.

　　

In 1766 the local government prohibited the χianzong 現總, the rural

clerk system that had many times been abolished but reestablished, and

instead put the general affairs of rural communities into the hands of ａ

new rural clerk system called dizong 地總.　The dibao 地保described in

Taihiｔtｉｎｇ　Ｌ)ａｎｓ-ａｎappear to have devoted themselves to the interests of

the village people and do not suggest the traditional villain.　In ｅ斤ect,

such rural clerks had the same nature as the dizong.

　　

What the people in the Dongting Shan district ｅχpected of the ruriil

clerks in the mid-18 th century was to revive the rural system and thus

ensure stability. The local documents studied here demonstrate that the

structure remained fundamentally unchanged until the end of the Qing

period｡
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